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１ 計画の概要 

（１）計画策定の趣旨 

国は平成 14 年に、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し合う「共生社会」の実現をめざ

し、「障害者基本計画」を策定し、平成 24 年度までの 10 か年に対する障がい者施策の基本

的方向について定めました。その後、平成 18 年に署名した「障害者の権利に関する条約」

の批准に向けた国内法の整備が進められ、平成 23 年に改正された「障害者基本法」では、

障がい者の定義が見直されるとともに、市町村においては「障害者基本計画」の策定が義務

付けられました。こうして障がい者に対して適切なサービスを提供できる体制を関連機関と

共に構築することとなりました。 

平成 25 年には、平成 18 年に施行された「障害者自立支援法」が見直され、障がい者の

範囲に難病患者等を追加し、重度訪問介護の対象拡大、ケアホームのグループホームへの一

元化など、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以下、障害者

総合支援法）が施行されました。この約 10 年の間に、障がい者施策に関係する数多くの法

律が制定され、「障害者の権利に関する条約」は平成 26 年１月に批准されました。 

平成 28 年には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童

福祉法の一部を改正する法律」（以下、障害者総合支援法等一部改正法）を、2018(平成 30)

年度から施行することとし、障がい者が自ら望む地域生活を営むことができるような支援や

障がい児支援のニーズの多様化へのきめ細やかな対応、サービスの質の確保・向上に向けた

環境整備が行われます。 

香川県では、平成 15 年３月に「かがわ障害者プラン～ともに生きるかがわに向けて～」

を策定し、障がいの有無に関わらず、誰もがお互いに支え合い、心豊かに過ごせるふるさと

かがわの実現に向けさまざまな障がい福祉施策に取り組んできました。その後も、国の動き

を踏まえつつ、計画の見直しを重ね、2018(平成 30)年には「第５期かがわ障害者プラン」

を策定します。 

本町でも、こうした国や香川県の障がい福祉施策に係る制度及び法律の改正に対応し、社

会参加の機会の確保や地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ

計画的に障がい福祉施策が取り組まれることが求められています。そこで、本町では「三木

町障がい者プラン（平成 27 年度～平成 29 年度）」が本年度で計画期間満了を迎えることか

ら、「障がい者がその人らしく、地域で共生できるまちへ」を基本理念とした、「三木町障が

い者プラン（2018(平成 30)年度～2020(平成 32)年度）」を策定します。 

また、この計画は三木町の総合計画やその他関連計画との整合性を併せ持つものです。 
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（２）計画の位置づけ 

①法的位置づけ 

「三木町障がい者プラン」は、「障害者計画」、「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」

を一体的に策定したものです。 

「障害者計画」は、障害者基本法第 11 条第３項に基づくもので、本町の障がい者施策

を総合的に展開するための基本的な方針を示すものです。これは障がい児・者が地域で生

きがいを持って豊かに生活できるよう、施策全般に関わる理念や基本的な目標を定める計

画として位置づけています。 

「障害福祉計画」は、障害者総合支援法第 88 条第１項に基づくもので、「障害者計画」

の基本方針を踏まえ、整合性を保ちながら、障害者総合支援法に定める障がい福祉サービ

ス等の提供に関する具体的な施策やサービス見込量を示した計画として位置づけています。 

「障害児福祉計画」は、障害者総合支援法等一部改正法により改正され、平成 30 年４

月１日から完全施行される児童福祉法第 33 条の 20 に基づくもので、厚生労働大臣が定

める「障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に即して、障がい

児通所支援等を提供するための体制の確保やサービス見込量を示した計画として位置づけ

ています。 

②関連計画との整合性 

本町の上位計画である「三木町振興計画」・「三木町地域福祉計画」など、その他関連計

画との整合性を図り策定しています。 

 

図表 計画の位置づけと関連計画 
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（３）香川県の方針 

香川県では平成 27 年３月に、「地域社会のあらゆるバリア（障壁）を取り除き、互いに人

格と個性を尊重しながら、誰もが笑顔で暮らせるかがわを実現する」を基本理念に「第４期

かがわ障害者プラン」を策定しました。 

このプランでは「障害者の自己決定の尊重および意思決定の支援」、「障害特性等に配慮し

た支援」、「ライフステージや施策分野間における切れ目のない支援」の３つを横断的視点と

しています。 

また基本目標として、住み慣れた地域で、障がい者が自分らしく暮らせる社会をめざし「地

域での生活支援」、障がい者が積極的にいきいきと暮らせる社会をめざし「就労、教育、社会

参加の促進」、障がい者が安心して健やかに暮らせる社会をめざし「安心・安全な生活を支え

る環境の整備」、障がいの有無に関わらずお互いに尊重し合う社会をめざし「障害者の人権尊

重と権利擁護」の 4 つを掲げ、県の障がい者施策をより総合的・計画的に推進しています。 

 

（４）計画の期間 

「三木町障がい者プラン」（障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画）は、2018(平

成 30)年度から 2020(平成 32)年度までの３年間の計画です。 

ただし、国の障害者福祉政策の見直し等が行われた場合、計画期間中でも見直しを行うこ

ととします。 

 

図表 計画期間 
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２ 法令・制度改正等の動き 

（１）障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正 

平成 30 年４月から「障害者総合支援法等一部改正法」が施行されます。市町村が関連す

る主な改正内容は、以下のとおりです。 

項目 主な内容 

１.趣旨 障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」

に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サービスの円滑な

利用を促進するための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化

にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほか、サービスの質の確保・

向上を図るための環境整備等を行う。 

２.障害者の望む地域

生活の支援 
(1) 地域生活を支援する新たなサービス（自立生活援助）の創設 

（施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定

期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・

助言等を行うサービスを新設する。） 

(2) 就労定着に向けた支援を行う新たなサービス（就労定着支援）の創設 

（就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡

調整等の支援を行うサービスを新設する。） 

(3) 重度訪問介護の訪問先の拡大 

（重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能と

する。） 

(4) 高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用 

（65 歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用して

きた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する介護

保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等

の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度

により軽減（償還）できる仕組みを設ける。） 

３.障害児支援のニー

ズの多様化へのき

め細かな対応 

(1) 居宅訪問により児童発達支援を提供するサービスの創設 

（重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問

して発達支援を提供するサービスを新設する。） 

(2) 保育所等訪問支援の支援対象の拡大 

（保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援につい

て、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する。） 

(3) 医療的ケアを要する障害児に対する支援 

（医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体

において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする。） 

(4) 障害児のサービス提供体制の計画的な構築 

（障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、

自治体において障害児福祉計画を策定するものとする。） 

４.サービスの質の確

保・向上に向けた

環境整備 

(1) 補装具費の支給範囲の拡大（貸与の追加） 

（補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害

児の場合等に貸与の活用も可能とする。） 

平成 30 年４月１日施行（ただし２.（３）については、公布日より施行） 
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（２）社会福祉法の一部改正 

平成 29 年４月に、「社会福祉法等の一部を改正する法律」が施行されました。これにより、

障がい者支援の主要な担い手でもある社会福祉法人の制度改革が進められ、介護福祉人材の

確保促進が期待されます。 

これまでは社会福祉法人の許認可権限が、主に国や都道府県にありましたが、地方分権に

よって、平成 25 年度から一定の社会福祉法人の認可、指導監査等の事務が市町村に移譲さ

れることになりました。制度改正後の社会福祉法人の所轄庁の区分は、以下のとおりです。 

 

所轄庁 社会福祉法人が行う事業の範囲 

市 市長 
主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う

事業が当該市の区域を越えないもの。 

都道府県 知事 所轄庁が市長又は厚生労働大臣でないもの。（町村など） 

厚生労働省 厚生労働大臣 
２以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであって、厚生労働省

令で定めたもの。 

 

（３）障害者差別解消法の施行 

平成 28 年４月に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下、障害者差

別解消法）が施行されました。この法律は平成 18 年に国連で採択された「障害者の権利に

関する条約」の考え方を反映し、行政機関や民間事業者による「障害を理由とする差別」を

なくし、全ての人が障がいのあるなしに関わらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら

共生できる社会をつくるための法律です。 

法の対象範囲は、障害者基本法で定められた全ての障がいのある人（身体障がい、知的障

がい、精神障がい（発達障がいを含む。）その他の心身の機能の障がい（以下「障がい」と総

称する。）がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に

相当な制限を受ける状態にあるもの）で障害者手帳を所持していない人も含まれます。 

行政機関や事業者が講ずべき措置として定められた主な２つの事項は、以下のとおりです。 

 

◎ 不当な差別的取扱いの禁止 

障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、財・サービスや各種

機会の提供を拒否する、場所・時間帯などを制限する、障がいのない人に対しては付さな

い条件を付ける、などによる、障がいのある人の権利利益の侵害をいう。 

◎ 障がいのある人への合理的配慮 

行政機関等及び民間事業者が、その事務・事業を行うにあたり、個々の場面において、

障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場

合に、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が

過重でないものをいう。 
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（４）発達障害者支援法の一部改正 

平成 28 年８月に、「発達障害者支援法の一部を改正する法律」が施行されました。平成

17 年の「発達障害者支援法」の施行から 10 年が経過し、乳幼児から高齢期までの切れ目

ない支援や家族などを含めたきめ細かな支援、地域の身近な場所で受けられる支援が必要と

なってきている背景から、発達障がい者の支援の一層の充実を図るため、法律の全般にわた

って改正されました。市町村が関連する主な改正内容は、以下のとおりです。 

関係条項 改正の概要 

責務（３条） 【相談体制の整備】を新設 

関係機関間の協力部局の例示に【警察】を追加 

児童の発達障害の

早期発見等（５条） 
発達障害の疑いのある児童の【保護者への情報提供、助言】を追加 

教育（８条） 本条の対象に含める十八歳以上の発達障害児に、【専修学校の高等課程】に

在学する者を追加 

【年齢及び能力に応じ、かつその特性を踏まえた】十分な教育を受けられる

ようにするため、必要な措置として、【他の児童と共に教育を受けられるよ

う配慮しつつ、】適切な教育的支援を行うこと、【個別の教育支援計画の作

成及び個別の指導に関する計画の作成の推進】、【いじめの防止等のための

対策の推進】を規定 

情報の共有の促進

（９条の２） 

【個人情報の保護に十分配慮しつつ、支援に資する情報の共有を促進】を新

設 

地域での生活支援

（11条） 

地域での生活支援の視点として【性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応

じて】を追加 

権利利益の擁護 

（12 条） 

権利利益の擁護支援の内容に、【差別の解消、いじめ・虐待の防止、成年後

見制度が適切に行われ広く利用されるようにすること】を追加 

司法手続における

配慮（12 条の２） 

【個々の発達障害者の特性に応じた意思疎通の手段の確保のための配慮その

他の適切な配慮】を新設 

発達障害者の家族

等への支援 

（13 条） 

家族への支援（家族の監護の支援）の対象に【その他の関係者】を追加し、

支援の内容に【適切な対応をすること等のため】【情報の提供】や【家族が

互いに支え合うための活動の支援】を追加 

国民に対する普及

及び啓発（21 条） 

普及、啓発の内容として【個々の発達障害の特性】を追加し、その方法とし

て【学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて】を追加 

専門的知識を有す

る人材の確保等 

（23 条） 

対象者に【労働、捜査及び裁判に関する業務従事者】を追加し、研修等の目

的に【個々の発達障害の特性に関する理解】を追加 

 

（５）障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の完全施行 

法定雇用率の算定基礎の対象に、新たに精神障がい者が追加されることとなります。（ただ

し、施行後５年間は、法定雇用率を本来の計算式で算定した率よりも低くすることが可能） 

これにより、今後、法定雇用率が引き上げられるとともに雇用環境の変化が見込まれます。 

区分 
2018(平成 30)年 2021(平成 33)年 

４月までに 3 月 4 月 

民間企業の法定雇用率 2.0％ 2.2％ 2.3％ 

国・地方公共団体等の法定雇用率 2.3％ 2.5％ 2.6％ 

都道府県等の教育委員会の法定雇用率 2.2％ 2.4％ 2.5％ 
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（６）基本指針の見直しについて 

市町村・都道府県の障害福祉計画は、現行の第４期計画の計画期間が平成 29 年度末まで

であること、また、児童福祉法の改正により、都道府県・市町村において障害児福祉計画を

定めるものとされたことから、平成 30 年度を初年度とする第５期計画の作成に係る基本指

針の見直しについて、国では、平成 28 年 10 月から社会保障審議会障害者部会で議論を重

ね、平成 29 年１月６日に開催された障害者部会において、見直しの方向性について、了承

されました。基本指針の見直しの主なポイントは、以下の６点です。 

【① 地域における生活の維持及び継続の推進】 

地域における生活の維持及び継続の推進を図るため、地域生活支援拠点等の整備を一層

進めること及び、「相談支援の質の向上に向けた検討会」における議論のとりまとめを踏

まえ、基幹相談支援センターの設置促進に向け、都道府県において基幹相談支援センター

が設置されていない市町村に対し、積極的な働きかけを行う。 

 

【② 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築】 

精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築をめざす。 

 

【③ 就労定着に向けた支援】 

就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行う

就労定着支援のサービスが創設されることを踏まえ、職場定着率を成果目標に追加する。 

 

【④ 障がい児のサービス提供体制の計画的な構築】 

平成 28 年５月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律に

おいて、市町村及び都道府県に対し障がい児福祉計画の作成を義務付けられることとなっ

たため、児童発達支援センターを中心とした地域支援体制を構築する。また、医療的ニー

ズへの対応をめざし、医療的ケア児支援のための保健・医療・障がい福祉・保育・教育等

の関係機関の協議の場の設置等を行う。 

 

【⑤ 地域共生社会の実現に向けた取組】 

全ての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社

会の実現に向け、住民団体等による、法律や制度に基づかない活動への支援等を通じ、地

域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組みづくりや、専門的な支援を要する者

に対して、各関連分野が共通の理解に基づき協働する、包括的かつ総合的な支援体制の構

築に向けた取組みを計画的に推進する。 
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【⑥ 発達障がい者支援の一層の充実】 

地域の実情に応じた発達障がい者支援の体制整備を計画的に図るため、発達障害者支援

地域協議会設置が重要である。可能な限り身近な場所において、必要な支援を受けられる

よう発達障害者支援センターの複数設置等の適切な配慮を行う。 

 

 

３ 計画の策定・推進体制 

（１）策定体制 

①三木町障がい者プラン策定委員会 

関係団体の代表や有識者、一般住民等からなる「三木町障がい者プラン策定委員会」に

おいて、計画の策定及び推進に関する意見や助言をいただきました。 

②事務局 

三木町健康福祉課福祉係が事務局となり、「三木町障がい者プラン策定委員会」の庶務を

行うとともに、アンケート調査の実施や各種統計資料の整理・分析、計画案の作成など、

計画策定全般に係る事務を行いました。 

③協議会 

「三木町障がい者プラン策定委員会」には障害者総合支援法に基づく「協議会」も加わ

り、障がい者の生活に密接な圏域における広域的な施策・事業との整合も図りながら進め

ていきます。 
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（２）推進体制 

①町の推進体制と計画の進行管理 

本計画及び関連する個別計画の担当課を中心に、関係部局等との連携を図りながら本計

画を推進します。 

また、障害福祉計画の確実な運営と円滑な推進を図るために、三木町障がい者プラン策

定委員会において、本計画の実施状況を点検・評価します。 

 

障害福祉計画におけるＰＤＣＡサイクルのプロセスのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計画の内容を踏まえ、事業

を実施する。 

■中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認

めるときは、障がい福祉計画の見直し等を実施 

■「基本指針」に即して成果目標及び活動指標を設定するとともに、障がい

福祉サービスの見込量の設定やその他確保方策等を定める。 

■成果目標及び活動指標については、少なくとも年一回は実績を把握し、障

がい者施策や関連施策の動向も踏まえながら、障がい福祉計画の中間評価と

して分析・評価を行う。 

■中間評価の際には、協議会等の意見を聴くとともに、その結果について公

表することが望ましい。 

■活動指標については、より頻回に実績を把握し、達成状況等の分析・評価

を行うことが望ましい。 

■障害福祉計画策定にあたっての基本的考え方及び達成すべき目標、サービ

ス提供体制に関する見込量の見込み方の提示 

基本指針 

計画（Plan） 

改善（Action） 
実行（Do） 

評価（Check） 
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②圏域での連携 

第七次香川県保健医療計画の作成等において、大川保健医療圏（さぬき市・東かがわ市）

と高松保健医療圏（高松市・三木町・直島町）を合わせて東部保健医療圏とする方針で進

められています。 

これにより、障害保健福祉圏域についても、大川保健福祉圏域と高松保健福祉圏域が合

わさることが予定されており、圏域での連携については、新たに検討することが必要とな

ります。 

③行政職員の資質向上 

複雑・多様化しつつあるニーズに対し、柔軟に対応できる庁内体制を整備するため、各

種研修の充実、ボランティア体験の実施などを通じ、行政職員の障がいのある人への理解

と人権意識・福祉意識の向上に努めます。 

④関係機関・ボランティア団体との連携体制 

本計画の確実な推進を図るために、関係行政機関や社会福祉法人、町内外のさまざまな

関係施設等が、それぞれの役割を担い、相互に協力し合えるよう、有機的な連携体制づく

りをめざします。 

また、障がいのある人が身近で役立つような情報が得られるよう、さまざまな支援や啓

発活動を実施するボランティア団体や障がい者団体に情報交換や協力を求めながら、計画

推進を図ります。 

⑤計画の普及・啓発 

本計画について、町の広報誌やホームページ、パンフレット等での広報を行い、計画内

容の周知を図ります。 

また、一人ひとりが地域福祉の担い手であるという意識を持っていただくために、自治

会や民生・児童委員などを通じて、各地域での具体的な取組みや活動事例などを紹介して

いきます。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 障がいのある人を取り巻く現状 
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１ 人口・世帯 

（１）人口の状況 

本町の人口は、平成 29 年 10 月１日現在で 28,536 人です。平成 24 年以降横ばい傾向

にあり、平成 24 年から平成 29 年の５年間で 467 人減少しています。 

年齢別にみると、高齢者人口は増加傾向にある一方、年少人口（0～14 歳）及び生産年齢

人口（15～64 歳）は減少しています。 

 

年齢３区分別人口の推移 

3,827 3,828 3,775 3,714 3,661 3,623 

17,856 17,564 17,143 16,789 16,549 16,354 

7,320 7,623 7,923 8,139 8,365 8,559 

29,003 29,015 28,841 28,642 28,575 28,536 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

年少人口

（0～14歳）

生産年齢人口

（15～64歳）

高齢者人口

（65歳以上）

（人）

 

 

資料：住民基本台帳（各年 10 月１日現在） 
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（２）世帯の状況 

本町の世帯数は、平成 29 年 10 月１日現在で 11,931 世帯となっており、平成 24 年以

降増加傾向がみられます。 

１世帯あたり人員は減少傾向にあり、平成 24 年の 2.54 人から平成 29 年には、2.39

人となっています。核家族化の進展や一人暮らしの増加がうかがえます。 

 

世帯数及び１世帯あたり人員の推移 

11,425 11,608 11,708 11,743 11,839 11,931 

2.54 2.50 2.46 2.44 2.41 2.39 

0.00

1.00

2.00

3.00

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

世帯数 1世帯あたり人員

（世帯） （人）

 

 

資料：住民基本台帳（各年 10 月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 
２ 障害者手帳等の所持者数 

（１）身体障がい者 

本町における身体障害者手帳所持者数及び総人口に占める割合は、平成 23 年度以降横ば

い傾向にあり、平成 28 年度末現在で 1,349 人（4.72%）となっています。 

等級別にみると、平成 23 年度以降「１級」「４級」が増加傾向にあり、また種類別にみる

と、「肢体不自由」及び「内部障がい」が多くを占めています。 

 

図表 身体障害者手帳所持者数及び割合の推移

16 16 18 16 15 17

415 375 356 333 339 342

965 980 989 1,000 995 990

1,396 1,371 1,363 1,349 1,349 1,349

4.93%
4.73% 4.70% 4.68% 4.71% 4.72%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

（人）

18歳未満 18歳以上65歳未満 65歳以上 割合
 

（単位：人） 

区分 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

等
級
別 

１級 392 380 376 377 388 399 

２級 203 202 198 193 186 184 

３級 244 229 231 227 223 221 

４級 397 408 406 406 412 402 

５級 77 71 70 67 67 71 

６級 83 81 82 79 73 72 

種
類
別 

視覚障がい 95 94 89 87 87 83 

聴覚・平衡機能障がい 103 105 107 107 106 104 

音声・言語・そしゃく機能障がい 15 13 12 11 12 11 

肢体不自由 754 728 734 724 705 704 

内部障がい 429 431 421 420 439 447 

合計 1,396 1,371 1,363 1,349 1,349 1,349 

資料：町健康福祉課（各年度末現在） 
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（２）知的障がい者 

本町の療育手帳所持者数は、平成23年度以降増加傾向にあり、平成 28年度末現在で 199

人となっています。総人口に占める割合も増加しており、平成 23 年度から平成 28 年度の

５年間で 0.12 ポイント増加し 0.7％となっています。 

等級別にみると、Ａ（最重度、重度）もＢ（中度、軽度）も所持者は平成 24 年度以降増

加傾向がみられます。 

 

図表 療育手帳所持者数及び割合の推移

36 39 36 40 37 42

108 108 114 121 126 133

20 23 23
25 28 

24 164 170 173
186 191 199

0.58% 0.59% 0.60%
0.64% 0.67%

0.70%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

0.7%

0.8%

0

50

100

150

200

250

300

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

（人）

18歳未満 18歳以上65歳未満 65歳以上 割合
 

（単位：人） 

区分 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

等
級
別 

Ａ 67 69 72 73 75 78 

Ｂ 97 101 101 113 116 121 

合計 164 170 173 186 191 199 

資料：町健康福祉課（各年度末現在） 
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（３）精神障がい者 

本町の精神障害者保健福祉手帳所持者数は、平成 23 年度以降年々増加しています。平成

23 年度 88 人から５年間で 47 人増加し、平成 28 年度末現在で 135 人となっています。

また、総人口に占める割合も増加しており、平成 23 年度から５年間で 0.16 ポイント増加

し、平成 28 年度は 0.47％となっています。 

等級別では、「２級」「３級」で全体の約９割以上を占めています。 

 

図表 精神障害者保健福祉手帳所持者数及び割合の推移

2 2 2 2 2 2

79 90 93 102 103 109

7
8 10

17 20
24

88
100 105

121 125
1350.31%

0.34% 0.36%

0.42% 0.44%
0.47%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0

50

100

150

200

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

（人）

18歳未満 18歳以上65歳未満 65歳以上 割合
 

（単位：人） 

区分 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

等
級
別 

１級 6 7 7 7 8 11 

２級 73 80 80 91 90 92 

３級 9 13 18 23 27 32 

合計 88 100 105 121 125 135 

資料：町健康福祉課（各年度末現在） 
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３ 地域資源の状況 

（１）障がい福祉サービス等提供事業所 

①障がい福祉サービス 

障がい福祉サービス提供事業所の設置状況は以下のとおりです。 

 

図表 障がい福祉サービス提供事業者の状況 

事業項目 事業所数 備考 

居宅介護 88   

重度訪問介護 75   

同行援護 45   

行動援護 14   

重度障害者等包括支援 0   

生活介護 48 
 

自立訓練（機能訓練） 1 
 

自立訓練（生活訓練） 4   

宿泊型自立訓練 1  

就労移行支援 9 
 

就労継続支援Ａ型 15 休止 1含む 

就労継続支援Ｂ型 62 休止 1含む 

就労定着支援 0   

療養介護 2   

短期入所（福祉型・医療型） 50 
 

共同生活援助 22 
 

施設入所支援 11 
 

計画相談支援 34 指定特定相談支援事業所  

地域移行支援 16 指定一般相談支援事業所  

地域定着支援 16 指定一般相談支援事業所  

児童発達支援 25 
 

医療型児童発達支援 1   

放課後等デイサービス 40 
 

保育所等訪問支援 2   

福祉型児童入所施設・医療型児童入所施設 3   

障害児相談支援 29 指定障害児相談支援事業所 

資料：町健康福祉課調べ（平成 29 年７月末現在） 
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②地域生活支援事業 

地域生活支援事業を提供している事業者は以下のとおりです。 

 

図表 地域生活支援事業提供事業者の状況 

【必須事業】 

事業項目 事業所数 備考 

理解促進研修・啓発事業 2   

自発的活動支援事業 1   

相談支援事業 13   

成年後見制度利用支援事業事業 1   

成年後見制度法人後見支援事業 1   

意思疎通支援事業 1   

日常生活用具給付等事業 1   

手話奉仕員養成研修 1   

移動支援事業 15   

地域活動支援センター 9   

 

【任意事業】 

事業項目 事業所数 備考 

福祉ホームの運営 1   

訪問入浴サービス事業 1   

生活訓練等 0   

日中一時支援事業 5   

居室確保事業 0   

コーディネート事業 0   

巡回支援専門員整備 1   

相談支援事業所等（地域援助事業者）における退院支援体制確保 0   

精神障害者コミュニティサロン 0   

協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援 0   

重症心身障害児等コーディネーター養成研修等 0   

障害児支援体制整備 0   

その他日常生活支援 0   

レクリエーション活動等支援 0   

芸術文化活動振興 0   

点字・声の広報等発行 0   

奉仕員養成研修 1   

自動車運転免許取得・改造助成 1   

複数市町村による意思疎通支援の共同実施促進 1   
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事業項目 事業所数 備考 

その他社会参加支援 0   

成年後見制度普及啓発 1   

障害者虐待防止対策支援 1   

その他権利擁護支援 0   

盲人ホームの運営 0   

知的障害者職親委託 0   

重度障害者在宅就労促進 0   

障害支援区分認定等事務 1   

更生訓練費給付 0   

資料：町健康福祉課調べ（平成 29 年７月末現在） 

 

（２）相談支援 

①障がい児・者相談支援事業所 

障がい者の自立した社会生活の実現を目的として、障がい児・者からの相談に応じ、情

報提供や必要な援助の提供を行っており、現在、町内及び近隣の高松市、さぬき市、東か

がわ市、直島町の事業所は、指定一般相談支援事業所が 16 か所、指定特定相談支援事業

所が 34 か所、指定障害児相談支援事業所の 29 か所が相談業務に携わっています。 

 

事業項目 事業所数 備考 

指定一般相談支援事業所 16  

指定特定相談支援事業所 34  

指定障害児相談支援事業所 29  

 

②民生委員、児童委員 

心身に障がいのある人や地域の要援護者などの自立更生を援助指導するとともに、関係

機関と協力して、地域福祉の増進に努めるため、町内各地区の方が厚生労働大臣から委嘱

されて活動しています。 
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４ アンケート調査の概要 

（１）実施概要 

①調査の目的 

このアンケート調査は、今後の障がい者福祉施策とともに、障がい福祉サービスなどの

事業運営を検討するための基礎資料として、障がい福祉サービスを利用されている方のご

意見をお聴かせいただくために実施したものです。 

 

②調査の概要 

○ 調査対象：町内在住で身体障害者手帳、帳療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持

ちの方（無作為抽出） 

○ 調査期間：平成 29 年２月３日～平成 29 年３月 31 日 

○ 調査方法：郵送配布・郵送回収 

○ 配布・回収 

 配布数 回収数 有効回答数 有効回答率 

身体障がい者 30 25 25 83.3% 

知的障がい者 37 30 25 67.6% 

精神障がい者 9 8 8 88.9% 
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（２）身体障がい者アンケート調査結果概要 

 

①保護者の困っていることや悩み（乳幼児期の方が対象） 

 

 

100.0 

100.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもの心身の発達

子ども同士の関わり

子どもとの関わり方

子どもの問題行動

保護者自身の体調

子どもへの虐待のおそれ

家庭内のこと

無回答 (n=2)  

 

②保護者の困っていることや心配な事の相談先（乳幼児期の方が対象） 

 

 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

児童発達支援センター等

幼稚園・保育所

医療機関

他の保護者・親の会

相談支援事業所

家族・親類

市役所・町役場

保健所

障害福祉相談所

子ども女性相談センター、西部子ども相談センター

民生委員・身体障害者相談員・知的障害者相談員

子育て支援センター

相談しない

無回答
(n=2)  

乳幼児期の子どもがいる保護者の困っていることや心配な事の相談先につ

いては、「児童発達支援センター等」や「幼稚園・保育所」、「医療機関」、「他

の保護者・親の会」、「相談支援事業所」、「家族・親類」が挙げられています。 

乳幼児期の子どもがいる保護者の困っていることや悩みについては、「子ど

もの心身の発達」や「子ども同士の関わり」、「子どもとの関わり方」が挙げら

れています。 
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③生活するうえで困っていることや悩み（学校を卒業されている方が対象） 

 

 

55.0 

30.0 

25.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

10.0 

5.0 

0.0 

5.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

自分の老後に関すること

家事に関すること

日常生活上の介護

介護者がいない時の介護

買い物、通院などの外出

生活費などの経済的なこと

家族との関係

家族の介護負担の軽減

入院時の付添い人の確保

余暇活動などの外出

いろいろな情報の入手

コミュニケーション

その他の人間関係

自動車運転等の移動手段の確保

外出の際の身体障害者用駐車場

育児に関すること

無回答

(n=20)  

 

 

生活するうえで困っていることや悩みについては、「自分の老後に関するこ

と」が 55.0%で最も高く、次いで「家事に関すること」が 30.0%、「日常生

活上の介護」が 25.0%となっています。 
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④仕事をするうえで困ったり、つらいこと（学校を卒業されている方が対象） 

 

 

20.0 

20.0 

13.3 

13.3 

13.3 

13.3 

6.7 

6.7 

0.0 

0.0 

46.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

仕事が合わない

コミュニケーションがとれない

仕事がきつい

職場の人間関係がつらい

障害に対する職場の理解がない

相談できる人がいない

職場の中に支援者がいない

バリアフリー化が進んでいない

通勤すること

勤務時間や日数を配慮してくれない

無回答

(n=15)  

 

⑤外出にあたって感じている不便 

 

 

28.0 

24.0 

24.0 

20.0 

20.0 

16.0 

16.0 

12.0 

12.0 

16.0 

8.0 

0% 10% 20% 30%

情報コミュニケーション

段差が多いなどまちづくりの配慮が足りない

人々の理解が不足している

障害者用駐車場がなかったり、あっても不適切に利用されている

公共交通機関（電車・バスなど）が利用しづらい

障害者用トイレがないなど、目的地の設備が不十分

危険回避について不安がある

適当な移動手段がない

適当な介助者がいない

特に不便を感じていない

無回答

(n=20)  

外出にあたって感じている不便については、「情報コミュニケーション」が

28.0%で最も高く、次いで「段差が多いなどまちづくりの配慮が足りない」

及び「人々の理解が不足している」が 24.0%となっています。 

仕事をするうえで困ったり、つらいことについては、無回答を除くと、「仕

事が合わない」及び「コミュニケーションがとれない」が 20.0%で最も高く、

次いで「仕事がきつい」「職場の人間関係がつらい」「障害に対する職場の理解

がない」「相談できる人がいない」が 13.3%となっています。 
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⑥障害福祉サービスの利用 

 

 

8.0 

8.0 

0.0 

4.0 

8.0 

4.0 

8.0 

4.0 

0.0 

4.0 

0.0 

0.0 

32.0 

48.0 

12.0 

8.0 

0.0 

4.0 

24.0 

4.0 

12.0 

16.0 

8.0 

16.0 

4.0 

4.0 

4.0 

40.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

居宅介護（ホームヘルプ）

重度訪問介護

同行援護

重度障害者等包括支援

短期入所（ショートステイ）

療養介護

生活介護

施設入所支援

共同生活援助（グループホーム）

自立訓練（機能訓練・生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

無回答

(n=25)
 

 

現在利用している障害福祉サービスについては、無回答を除くと、「就労継

続支援 B 型」が 32.0%で最も高く、次いで「居宅介護（ホームヘルプ）」「重

度訪問介護」「短期入所（ショートステイ）」「生活介護」が 8.0%となってい

ます。 

今後、利用したい障害福祉サービスについては、無回答を除くと、「短期入

所（ショートステイ）」が 24.0%で最も高く、次いで「施設入所支援」及び

「自立訓練（機能訓練・生活訓練）」が 16.0%となっています。 

現在利用しているサービスから、今後、利用したいサービスの割合が増え

ているのは、「短期入所（ショートステイ）」が 16.0 ポイントと最も大きく、

次いで「施設入所支援」及び「自立訓練（機能訓練・生活訓練）」が 12.0 ポ

イントとなっています。 

現在利用しているサービス 今後、利用したいサービス 
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⑦地域生活支援事業の利用 

 

 

0.0 

4.0 

0.0 

4.0 

4.0 

4.0 

88.0 

16.0 

24.0 

8.0 

12.0 

4.0 

16.0 

60.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

移動支援事業

日中一時支援

地域活動支援センターⅠ型

地域活動支援センターⅡ型

地域活動支援センターⅢ型

意思疎通支援

無回答

(n=25)  

 

 

 

 

現在利用している地域生活支援事業については、無回答を除くと、「日中一

時支援」「地域活動支援センターⅡ型」「地域活動支援センターⅢ型」「意思疎

通支援」が 4.0%となっています。 

今後、利用したい地域生活支援事業については、無回答を除くと、「日中一

時支援」が 24.0%で最も高く、次いで「移動支援事業」及び「意思疎通支援」

が 16.0%となっています。 

現在利用しているサービスから、今後、利用したいサービスの割合が増え

ているのは、「日中一時支援」が 20.0 ポイントで最も大きく、次いで「移動

支援事業」が 16.0 ポイントとなっています。 

現在利用しているサービス 今後、利用したいサービス 
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⑧サービスを利用するうえで困っていること 

 

 

60.0 

36.0 

12.0 

12.0 

8.0 

8.0 

8.0 

4.0 

0.0 

20.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

サービスの内容がわからない

サービスの情報が少ない

利用したいサービスがない

費用がかかる

利用したいが、依頼先がわからない

利用するための手続きが難しい

利用できるサービスがあるが、利用したい時に利用できない

利用したいサービスはあるが、今の受給者証では利用できない

希望する時間にサービスを受けられない

無回答

(n=20)  

 

サービスを利用するうえで困っていることについては、無回答を除くと、「サ

ービスの内容がわからない」が 60.0%で最も高く、次いで「サービスの情報

が少ない」が 36.0%、「利用したいサービスがない」「費用がかかる」が 12.0%

となっています。 
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（３）知的障がい者アンケート調査結果概要 

 

①保護者の困っていることや悩み（乳幼児期の方が対象） 

 

 

100.0 

75.0 

25.0 

25.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

子どもの心身の発達

子どもとの関わり方

子ども同士の関わり

保護者自身の体調

子どもの問題行動

子どもへの虐待のおそれ

家庭内のこと

無回答 (n=4)  

 

②保護者の困っていることや心配な事の相談先（乳幼児期の方が対象） 

 

 

75.0 

75.0 

50.0 

25.0 

25.0 

25.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

児童発達支援センター等

医療機関

家族・親類

市役所・町役場

幼稚園・保育所

他の保護者・親の会

保健所

相談支援事業所

障害福祉相談所

子ども女性相談センター、西部子ども相談センター

民生委員・身体障害者相談員・知的障害者相談員

子育て支援センター

無回答
(n=4)  

乳幼児期の子どもがいる保護者の困っていることや心配な事の相談先につ

いては、「児童発達支援センター等」や「医療機関」、「家族・親類」、「市役所・

町役場」、「幼稚園・保育所」、「他の保護者・親の会」が挙げられています。 

乳幼児期の子どもがいる保護者の困っていることや悩みについては、「子ど

もの心身の発達」や「子どもとの関わり方」「子ども同士の関わり」「保護者自

身の体調」が挙げられています。 
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③障害福祉サービスの利用 

 

24.0 

8.0 

0.0 

4.0 

8.0 

4.0 

8.0 

40.0 

16.0 

8.0 

0.0 

4.0 

24.0 

4.0 

12.0 

40.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

居宅介護（ホームヘルプ）

重度訪問介護

行動援護

重度障害者等包括支援

放課後等デイサービス

短期入所（ショートステイ）

児童発達支援

無回答

(n=25)  

0.0 

12.0 

8.0 

4.0 

0.0 

8.0 

40.0 

4.0 

40.0 

0.0 

4.0 

4.0 

0.0 

16.0 

16.0 

16.0 

28.0 

60.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

療養介護

生活介護

施設入所支援

自立訓練（機能訓練・生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

共同生活援助（グループホーム）

無回答

(n=25)  

今、利用している障害福祉サービスについては、設問を二つに分けて集計

したところ、無回答を除き、「就労継続支援 B 型」が 40.0%で最も高く、次

いで「居宅介護（ホームヘルプ）」が 24.0%となっています。 

これから、利用したい障害福祉サービスについては、無回答を除くと、「共

同生活援助（グループホーム）」が 28.0%で最も高く、次いで「放課後等デ

イサービス」が 24.0%となっています。 

今、利用しているサービスから、これから、利用したいサービスの割合が

増えているのは、「共同生活援助（グループホーム）」が 24.0 ポイントで最

も大きく、次いで「放課後等デイサービス」及び「就労移行支援」が 16.0

ポイントとなっています。 

今、利用しているサービス これから、利用したいサービス 
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④地域生活支援事業の利用 

 

 

16.0 

12.0 

0.0 

12.0 

0.0 

32.0 

52.0 

20.0 

16.0 

16.0 

16.0 

8.0 

8.0 

60.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

移動支援事業

日中一時支援

地域活動支援センターⅠ型

地域活動支援センターⅡ型

地域活動支援センターⅢ型

相談支援（計画相談、地域相談、障害児相談）

無回答

(n=25)  

今、利用している地域生活支援事業については、無回答を除くと、「相談支

援（計画相談、地域相談、障害児相談）」が 32.0%で最も高く、次いで「移

動支援事業」が 16.0%となっています。 

これから、利用したい地域生活支援事業については、無回答を除くと、「移

動支援事業」が 20.0%で最も高く、次いで「日中一時支援」「地域活動支援

センターⅠ型」「地域活動支援センターⅡ型」が 16.0%となっています。 

今、利用しているサービスから、これから、利用したいサービスの割合が

増えているのは、「地域活動支援センターⅠ型」が 16.0 ポイントで最も大き

く、次いで「地域活動支援センターⅢ型」が 8.0 ポイントとなっています。 

今、利用しているサービス これから、利用したいサービス 
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⑤サービスを利用するときに困っていること 

 

 

24.0 

24.0 

12.0 

12.0 

8.0 

4.0 

4.0 

4.0 

0.0 

48.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

サービスの内容がわからない

サービスの情報が少ない

利用したいが、どこ（誰）に頼めばいいのかわからない

費用がかかる

利用したいサービスはあるが、今の受給者証では利用できない

利用したい時間に利用できない

利用できるサービスがあっても、利用したい時に利用できない

利用したいサービスがない

利用の仕方がむずかしい

無回答

(n=25)  

 

 

サービスを利用するときに困っていることについては、無回答を除くと、「サ

ービスの内容がわからない」及び「サービスの情報が少ない」が 24.0%で最

も高く、次いで「利用したいが、どこ（誰）に頼めばいいのかわからない」及

び「費用がかかる」が 12.0%となっています。 
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（４）精神障がい者アンケート調査結果概要 

 

①地域で生活するうえで、必要だと思うもの 

 

 

37.5 

37.5 

37.5 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

夜間・休日に対応してくれる精神科救急医療施設

いろいろな手続きを代わりにしてくれるサービス

年金などの経済的な援助

いつでも（夜間・休日も）相談できるところ

同じ仲間が集まれる憩いの家のような所

一緒に買い物や通院の手助けをしてくれる人

話し相手になってくれる人

保健師や医療機関の医師、看護師等による家庭訪問

家族の入院や、自分が不安定な時に短期間宿泊できる施設

あなたが住んでいる所まで食事（弁当）を配達するサービス

就労するための職業訓練や、職場開拓のサービス

財産の管理などをしてくれる人（成年後見人など）

病気や薬についての学習会

日常生活（掃除・洗濯・料理等）を手伝ってくれるサービス

育児を助けてくれるサービス

一緒に生活することのできるパートナーの存在

無回答

(n=8)  

 

地域で生活するうえで、必要だと思うものについては、「夜間・休日に対応

してくれる精神科救急医療施設」「いろいろな手続きを代わりにしてくれるサ

ービス」「年金などの経済的な援助」が 37.5%で最も高く、次いで「いつで

も（夜間・休日も）相談できるところ」「同じ仲間が集まれる憩いの家のよう

な所」「一緒に買い物や通院の手助けをしてくれる人」「話し相手になってく

れる人」が 25.0%となっています。 
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②障害福祉サービスの利用 

 

 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12.5 

0.0 

12.5 

75.0 

62.5 

12.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12.5 

0.0 

0.0 

25.0 

25.0 

75.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

居宅介護（ホームヘルプ）

重度訪問介護

行動援護

短期入所（ショートステイ）

生活介護

共同生活援助（グループホーム）

自立訓練（機能訓練・生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

相談支援（計画相談、地域相談（地域移行、地域定着））

無回答

(n=8)
 

 

 

 

現在利用している障害福祉サービスについては、「就労継続支援 B 型」が

75.0%で最も高く、次いで「相談支援（計画相談、地域相談（地域移行、地

域定着））」が 62.5%となっています。 

今後、利用したい障害福祉サービスについては、無回答を除くと、「就労継

続支援 B 型」及び「相談支援（計画相談、地域相談（地域移行、地域定着））」

が 25.0%で最も高く、次いで「自立訓練（機能訓練・生活訓練）」が 12.5%

となっています。 

現在利用しているサービスから、今後、利用したいサービスの割合が増え

ているものはありません。 

現在利用しているサービス 今後、利用したいサービス 
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③地域生活支援事業の利用 

 

 

0.0 

12.5 

0.0 

12.5 

0.0 

87.5 

0.0 

12.5 

0.0 

12.5 

0.0 

87.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

移動支援事業

日中一時支援

地域活動支援センターⅠ型

地域活動支援センターⅡ型

地域活動支援センターⅢ型

無回答

(n=8)  
 

 

 

 

④サービスを利用するときに困っていること 

 

 

50.0 

25.0 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

0.0 

0.0 

0.0 

25.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

サービスの内容がわからない

サービスの情報が少ない

利用したいが、依頼先がわからない

利用するための手続きが難しい

希望する時間にサービスを受けられない

費用がかかる

利用できるサービスがあるが、利用したい時に利用できない

利用したいサービスはあるが、今の受給者証では利用できない

利用したいサービスがない

無回答

(n=8)  

 

サービスを利用するときに困っていることについては、無回答を除くと、「サ

ービスの内容がわからない」が 50.0%で最も高く、次いで「サービスの情報

が少ない」が 25.0%となっています。 

現在利用している地域生活支援事業及び今後、利用したい地域生活支援事業

については、無回答を除くと、いずれも「日中一時支援」及び「地域活動支援

センターⅡ型」が 12.5%となっています。 

現在利用しているサービス 今後、利用したいサービス 
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（５）集計結果から見える課題 

 

◆課題 保護者の困っていることや相談先について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆課題 サービスの利用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆課題 情報提供について 

 

 

 

 

 

 

 

◆課題 地域で暮らしていくうえでの障がいについて 

 

 

 

 

 

 

 

乳幼児期の子どものいる保護者の困っていることや悩みについては、身体障がい者及び

知的障がい者ともに、「子どもの心身の発達」や「子どもとの関わり方」、「子ども同士の

関わり」が挙げられています。また、こうしたことの相談先としては、「家族・親類」や

「他の保護者・親の会」などの身近な人だけでなく、「児童発達支援センター等」や「医

療機関」、「幼稚園・保育所」なども挙げられています。保護者の方の負担を軽減していく

ためにも、こうした関係機関の連携を強化するとともに、相談しやすい体制づくりを進め

ていく必要があります。 

生活するうえで困っていることや悩み（身体障がい者）については、「自分の老後に関

すること」が半数を超えていますが、他にも「家事に関すること」や「日常生活上の介護」、

「買い物、通院などの外出」など日常生活の中での困りごとが多く挙げられています。 

また、いずれの障がいにおいても、現在利用している障害福祉サービスや地域生活支援

事業については、「就労継続支援Ｂ型」を除くと、ほとんど２割未満となっている一方で、

今後利用したいサービスでは現在利用している割合を上回っているものもみられます。 

このため、どのようなサービスが必要とされているのか把握し、利用者の立場に立った

サービスの充実と利用の拡大を図っていく必要があります。 

サービスを利用するうえで困っていることについては、いずれの障がいでも「サービス

の内容がわからない」や「サービスの情報が少ない」が上位にきており、サービスの情報

が利用する側に十分な形で届いていないことが考えられます。 

このため、的確な情報提供や相談体制を充実させることなどによって、今後はサービス

を必要としている人が利用できるようにしていくことが必要となります。 

仕事をするうえで困ったり、つらいこと（身体障がい者）では、「コミュニケーション

がとれない」や「障がいに対する職場の理解がない」が多く挙げられ、外出にあたって感

じている不便（身体障がい者）についても、「人々の理解が不足している」が上位となっ

ています。今後も、啓発、交流活動を行っていくことで、障がいのある人もない人も共に

地域で暮らしていくため、より一層の理解が得られるようにしていく必要があります。 

また、外出にあたっては「情報コミュニケーション」や「段差が多いなどまちづくりの

配慮が足りない」などの不便も感じており、今後は引き続きバリアフリー化を進めるとと

もに、ユニバーサルデザインのまちづくりを行っていく必要があります。 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 基本的な考え方 
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１ 基本理念 

 

『障がい者がその人らしく、地域で共生できるまちへ』 
 

三木町は、「個性と共生」をキーワードに、全ての人がその人らしくいつまでもその地域で

安心して暮らせる三木町らしいまちづくりを推進していきます。 

 

２ 基本目標 

基本目標１ 支え合う町民意識の醸成 

障がいを理由とした差別や偏見、虐待は重大な権利の侵害であり、あってはならないこと

です。しかし、依然として、誤解や偏見による差別、社会的な障壁の存在が、障がいのある

人の地域社会での生活を妨げていることもあります。 

障がい者が地域で暮らしていくうえで生じる社会的な障壁を取り除くため、障がいに対す

る正しい理解と認識を住民全体に広め、障がいがある人もない人もお互いに一人ひとりの個

性と人格を尊重し認め合い、偏見や差別のない、地域でともに生きるまちづくりを推進して

いきます。 

 

基本目標２ 地域での生活を支援する体制づくり 

住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期など、

それぞれのライフステージに応じた支援体制の充実とともに、障がい者個々のニーズに応じ

た福祉サービスの提供が可能となるようにしていくことが必要です。 

サービス選択の前提となる相談・情報提供をはじめ、サービス供給の担い手の拡大や内容

の充実を図るなど、利用者が求めるサービスを選択できるよう、福祉サービスを更に充実さ

せていくとともに、保健・福祉・医療等の連携による、継続的なサービスを提供していきま

す。 
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基本目標３ 社会活動への支援 

障がいのある人が地域社会で生活を送るうえで、働く意欲のある人が就労し、働き続ける

ことは、ノーマライゼーションの実現の大前提であり、自己実現を図るうえでも、極めて大

きな意義があります。また、社会活動へ参加することは、地域で生きがいを持って暮らして

いくことにもつながっていきます。 

このため、関連機関とのネットワークを強化し、就労に関する相談窓口、職場開拓、職業

訓練、就労定着支援などを充実させ、総合的な就労支援体制を構築していきます。さらに、

発達に遅れや障がいのある子どもの将来も見据えた支援ができるよう検討していきます。 

また、スポーツ、レクリエーション、文化活動等の自己表現活動や社会参加活動などの生

活の質の向上と生きがいづくりの活動への参加機会を提供し、社会との交流や社会参加を促

進させていきます。 

 

基本目標４ 教育環境の充実・障がい児支援の充実 

学校や社会における教育は、将来、障がい者が共生する地域社会の実現を図るうえでとて

も重要な役割を果たしています。近年では、学習障がいや注意欠陥・多動性障がい、高機能

自閉症等への関心も高まっており、児童の心身の状態や個性に応じた幅の広い対応が求めら

れています。発達に遅れや障がいのある子どもの健やかな育成のために、子ども・子育て支

援法等に基づく支援施策と整合をとりながら整備を進めます。 

一人ひとりの特性に応じた教育の場と学習の機会が平等に提供されるよう、生涯にわたる

学習機会を充実させていくとともに、教育環境の整備・充実に努めていきます。 

 また、ライフステージに応じた切れ目のない支援が可能となるよう保健・保育・教育・福

祉等各分野の関係機関が連携を図り、支援体制を一層充実させることで、地域社会への参加

包容の推進を図っていきます。 

 

基本目標５ 誰もが暮らしやすいまちづくりの推進 

誰もが地域社会で共生できる生活を送り、積極的に社会参加していくためには、道路、建

物、公共交通機関等を、積極的にバリアフリー化していく必要があります。 

また、災害時における障がいのある人の安全確保を図るために、緊急時や災害に備えた体

制を点検・整備していく必要がありますが、地域には公的なサービスだけでは、対応しきれ

ない課題も多くあるため、地域での相互援助活動や住民活動（インフォーマル・サービス）

など、地域での支援体制を整えていく必要があります。 

今後のまちづくりを進めるにあたっては、利用する人の声を聞き、『誰もが暮らしやすい』

ユニバーサルデザインのまちづくりを進めていきます。 
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３ 障がい児・者について 

本計画内での「障がい者」とは、「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）そ

の他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障

壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」（障害者基本

法第２条第１項第１号）とします。 

また、「障がい児」とは、「身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のあ

る児童（発達障害者支援法第２条第２項に規定する発達障害児を含む。）又は治療方法が確立

していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が

定める程度である児童」（児童福祉法第４条第２項）とします。 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 施策の展開 
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１ 支え合う町民意識の醸成 

（１）啓発活動の推進 

自分に関わる施策に対し意見を表明し、施策に反映させる機会があることは、地域社会で

生活を営む点からも、施策を実施していくうえでも不可欠な要素です。このため、イベント

でアンケートを実施し、その結果を踏まえて、障がい者が自発的な活動ができるように支援

したり、障がいのある人の声をさまざまな形で把握し、その意見を関係施策に反映していく

ための方策を検討することが必要です。また、保育所等に専門知識を持った人を派遣し、障

がい者についての理解を深めてもらう活動も行っています。 

障がいのある人やその家族が運営している各種団体の活動は、地域社会における共生の実

現を進めるうえでさまざまな役割を担っています。今後もこれらの団体の活動が活発に行わ

れるよう、各種団体の育成と団体相互の交流活動を支援します。また、高松圏域自立支援協

議会、当事者団体・家族会連絡会で「あいサポート運動」を広め、障がいについての理解を

深めたり、障がい者が活動した体験談を話すことで、障がい者の「自分もできる」という自

立心を養う活動を支援していきます。 

十分な自己決定や意思表示が困難な人に対しては、人権や財産を守り、権利の行使を支援

する仕組みが必要です。高松圏域自立支援協議会が主催して意思決定支援研修を行ったり、

権利擁護事業や成年後見制度を広く周知し、利用を支援することなどにより、より身近な地

域の中で、虐待防止を含めた権利擁護体制を充実させます。 

 

施 策 施策説明 

広報・啓発活動の推進 

住民一人ひとりへノーマライゼーションの理念の普及を図るため、広報

等により、障がいに関する正しい知識の普及に努め、理解の促進を図り

ます。 

個別の障がい理解研修等

の実施 

保育所等で、障がい特性（精神障がい、発達障がい、高次脳機能障がい、

盲ろう者、重症心身障がい児、難病など）の分かりやすい解説を行う等

により、保育所等の職員・保護者等に対して障がい児（者）等に対する

理解を深めます。18 歳以上の障がい者が集団生活を営む場での事業実施

が必要であれば、その実施について検討します。 

障がい者団体、家族会等

への支援 

障がい者団体、家族会等が行う自主的な活動を支援し、障がいのある人

の自立を促進します。 

虐待の防止及び早期発見

の推進 

関係機関との連携のもと、児童や高齢者、障がいのある人等に対する虐

待の防止及び早期発見と対応に努めます。 

広聴活動の充実 
障がいのある人のニーズを把握し、施策への反映を図ります。相談支援

体制を充実していく中で、広聴活動の充実を図ります。 
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施 策 施策説明 

権利擁護の推進 

意思表示の困難な障がいのある人などが安心して暮らせるよう、社会福

祉協議会が行う福祉サービス利用援助事業を促進するとともに、権利擁

護機関と緊密な連携を図りながら、権利擁護の推進に努めます。 

成年後見制度利用支援事

業の充実 

判断能力の十分でない認知症の高齢者や障がいのある人が地域で安心し

て暮らしていけるよう、成年後見制度利用支援事業の充実を図ります。 

苦情解決体制の充実 

福祉サービスに関する苦情の適切な解決のため、福祉事業者が福祉サー

ビスに関する苦情処理の第三者委員会を設置するよう促し、苦情解決体

制の充実を図ります。 

（２）相互理解と交流の促進 

アンケート結果から、障がいに対する理解がないことから、交流活動などによって、より

一層の理解を得られるようにしていくことが課題として挙げられていますが、誰もが自分ら

しく生きることができる「共生のまち」をめざすには、町民一人ひとりが障がいや障がいの

ある人のことを理解し、行動していくことが不可欠です。そこで、イベントに障がい者団体

にも参加してもらい、アンケートを障がい者自ら、配布回収して、交流を図っています。ま

た、防災センターのカフェやサンサン館みきのサンカフェの接客、パンの販売等の運営を障

がい者就労施設が行うなど、町民との交流の場に参画することで、障がい者理解の促進につ

ながっています。 

今後も引き続き、障がいのあるなしに関わらず、一緒に活動し、一緒に時間を過ごすこと

があたりまえとなるよう、学校や職場、地域など日常的な生活の場で共に過ごす機会を増や

していきます。また、施設を限られた人が利用する場としてではなく、広く社会に開かれた、

地域の貴重な資源の一つとなるよう、地域に浸透させていく活動を支援します。 

 

施 策 施策説明 

障がい者交流事業等（参

加型啓発事業）の充実 

子どもから高齢者、障がいのある人ない人、みんなが参加し、各種の催

し物や体験等を通してお互いの理解を深めることを目的とした機会や場

の提供を推進します。 

交流及び共同学習の推進 

障がいのある子どもと障がいのない子どもが一緒に参加する活動におい

て、豊かな人間性を育むとともに各教科のねらいの達成を目的とする交

流及び共同学習を推進します。 

地域施設交流事業の促進 
施設を地域住民とのふれあいの場の拠点として、活用できるよう支援し

ます。 

職員に対する研修の実施 
職員研修等において、障がい者福祉に関する内容を取り上げ、職員が障

がい者福祉について理解を深めるよう努めます。 
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（３）相互援助活動の促進 

福祉の向上は、福祉制度の充実だけではなく、ボランティアやＮＰＯ活動をはじめとした、

地域における一人ひとりの意識と行動によりもたらされます。香川県の地域福祉に関するア

ンケート結果では、地域における多様な福祉ニーズにきめ細かく対応していくためには、住

民参加による福祉活動を推進することが必要であるという考えが、７割を占めています。 

本町では、「地域福祉計画」を策定し、社会福祉協議会と連携し、福祉ボランティアの育成

や活動支援、ボランティア関連情報の提供や活動紹介に努めます。社会福祉協議会、民生・

児童委員、ボランティア団体、町内会等と連携し、障がいのある人や高齢者の日常生活を身

近に見守り、地域の実情に合った地域活動を展開できる人材の育成や地域支援ネットワーク

の構築に努めます。また、社会福祉協議会では、ボランティアセンターを設置し、ボランテ

ィアの普及啓発と確保を行うとともに、必要な人への紹介を行ってきました。今後は、就労

定着支援、自立生活支援を推進します。民間福祉団体の活動の場として、公民館等の地域施

設の有効活用に努め、学校行事への住民の参加を呼びかけ、交流を深めます。 

これらの地域におけるさまざまな取組みの成果から、障がいのある人に対する理解は徐々

に進んではいますが、ノーマライゼーションの浸透状況は決して十分とはいえません。 

今後も社会福祉協議会や各種団体との連携を深め、さまざまな機会と手段を利用して、障

がいのある人や障がいについての認識や理解をより一層深め、全ての人が共に支え合い、主

体的に地域の活動へ参加できるよう、福祉ボランティアの育成や組織化等の支援に取り組む

環境整備が求められています。また、社会福祉協議会などとの連携のもと、ボランティアの

育成や活動しやすい環境の整備に取り組んでいく必要があります。 

 

施 策 施策説明 

地域福祉エリアミーティ

ング開催の支援 

身近な地域において、地域住民、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、民間企業

などの関係機関が一堂に会し、地域で抱える課題の把握、解決策の検討、

情報交換等が行えるよう支援します。 

地域福祉サポートシステ

ムの構築 

地域で抱える課題のうち、地域の住民や組織だけでは解決困難な事案に

ついて、町と社会福祉協議会が地域と協力して改善を図れるよう、地域、

町、社会福祉協議会を結ぶ仕組みを構築します。 

コミュニティーソーシャ

ルワーカーの育成 

生活課題を抱えた障がいのある人などを支えるためのシステムは、活動

者の確保と併せ、活動において中心的な役割を担う人材が必要です。そ

こで、中心的な役割を担うリーダーやキーパーソンを育成するため、専

門的な研修等の充実を図ります。 

ボランティア活動普及推

進事業の充実 

障がいのある人を援助するボランティア組織の強化及び地域住民による

援助体制の確立を支援します。 

ボランティアセンターの

充実 
ボランティアセンターにおける、ボランティア活動を支援します。 
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２ 地域での生活を支援する体制づくり 

（１）情報提供・相談体制の充実 

現代社会において、情報へのアクセスは基本的な権利の一つであり、障がいのある人の社

会参加を促進するためにも、必要な情報を適切な方法で伝えることが大切です。 

そのため、障がいによって情報の収集や利用などに大きな支障のある人に対しては、情報収

集手段の確保と情報利用の円滑化を図り充実させていく必要があります。また、必要な情報が

障がいのある人に的確に伝わるよう、情報提供や表示の方法等についても、工夫・配慮が必要

になります。アンケート結果からも、サービスの情報が利用する側に十分な形で届いていない

ことが考えられるため、的確な情報提供や相談体制を充実させることなどにより、サービスを

必要としている人が利用できるようにしていくことが課題として挙げられています。 

今後は、ヘルプカードを推進し、障がい者（手助けが必要な人）の「困った」「助けてほし

い」と手助けができる人の「どう支援したらいいか分からない」をつなぐなど、障がいの状

況に配慮したさまざまな情報提供方法を検討し、充実させていきます。 

 

施 策 施策説明 

広報活動の充実 

広報誌等を通じて、障がいのある人へ配慮した広報活動に努めるととも

に、ホームページを積極的に活用していきます。また、ヘルプカードの

周知に力を入れていきます。 

視覚障がい者等への行政

情報サービスの充実 

行政情報の円滑な提供を図るため、相談支援専門員等と密な連携体制を

保持し、サービス提供の充実を図ります。 

電子媒体の活用 

インターネットを活用し、障がいのある人への情報提供サービスの充実

を図ります。また、ホームページを積極的に活用し、広報・啓発に努め

ます。 

精神保健相談の充実 精神保健に関する相談を受け、問題解決に向けた支援を行います。 

福祉分野の一次相談窓口

の設置 

福祉課題を抱える住民が気軽に相談でき、適切に対応できるよう、保健

担当との連携強化を図ります。 

相談支援体制の強化・充

実 

障がいのある人が地域で安心して暮らしていけるよう、福祉サービスの

利用援助、社会資源の活用や社会生活を高めるための支援、ピアカウン

セリング等の総合的な支援を図るとともに、さまざまなニーズに対応で

きるよう相談支援専門員の資質の向上に努めます。また、地域自立支援

協議会を活用し、相談支援体制の充実・強化に努めます。 

相談機能の充実 

地域の気軽な相談窓口として、民生・児童委員、身体障がい者相談員、

知的障がい者相談員等による相談体制の充実を図ります。また、さまざ

まな分野の相談窓口との連携強化を行います。 
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（２）保健・医療サービスの充実 

障がいを予防し、早期発見、早期治療及び療育によって障がいを軽減し、障がいのある人

のもてる可能性をできる限り伸ばすことが重要です。 

そこで、障がいを予防し、早期発見するために、健康相談（生活習慣予防など）を行い、

保健師・栄養士に個別相談できる体制や、精神障がいを早期発見し、重症化を防ぐため、地

域の精神科医に年４回無料相談できる体制をとっています。 

また、壮年期以降の疾病等による障がいの発生も多く、特定健診・がん検診などの受診率

を高めることで、生活習慣病などの疾病対策も行います。 

今後は、障がいのある人の高齢化や、障がいの重度化も予想される中で、全ての人が心身

ともに健やかな人生が送れるよう、健康づくりの推進を図るとともに、保健サービスを一層

充実させていきます。 

さらに、障がいのある人が地域の中で、安心して生活を送るためには、適切な医療サービ

スを受けることが必要であることから、今後とも、保健・医療・福祉の連携により、障がい

のある人が受診しやすい環境を整備していきます。 

 

施 策 施策説明 

乳幼児相談の充実 
育児不安の解消及び母親同士の情報交換の場の提供により、乳幼児の健

全な育成を図ります。 

乳幼児健康診査の充実 
３か月児、１歳６か月児、３歳児、５歳児に対して健康診査によって、

早期発見・早期支援の提供を行い、乳幼児の健全な育成を図ります。 

自立支援医療制度の推進

（更生・育成・精神通院） 

心身の障がいを除去、軽減するための医療について、医療費の自己負担

額の一部を給付する自立支援医療制度を推進します。 

小児慢性特定疾患医療給

付の推進 

小児の慢性疾患のうち、国が指定した特定疾患について病気の治療研究

を推進し、家族の経済的負担を軽減するため必要な医療の給付を行って

いきます。 

重度心身障がい者（児）

医療費支給制度の推進 

重度心身障がい者（児）の福祉の増進とその家族の経済的負担を軽減す

るため、医療の給付に係る一部負担金について助成を行っていきます。 

障がい者診療体制の整備

促進 

障がいのある人に身近な診療体制が提供されるよう、関係機関と協議し

ながら保健・医療・福祉のネットワークづくりに努めます。また、効果

的な医療機関情報の提供方法について検討します。精神科医よる診療相

談を実施します。 
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（３）障がい福祉サービスの充実 

障がいのある人が住み慣れた地域で自立した生活を営み安心して自分らしく暮らせるよう

にするためには、その介護にあたる家族の負担を軽減することも含め、ライフステージやラ

イフスタイルによって多様化するニーズを考慮しながら、障がい特性及び生活実態に応じた

障がい福祉サービスの適切な利用促進と、福祉の人材不足への対応をはじめとしたサービス

の基盤整備が必要です。アンケート結果からも、必要とされているサービスの把握と、利用

者の立場に立ったサービスの充実と利用の拡大を図っていくことが課題として挙げられてい

ます。 

また、「障害者総合支援法」と「児童福祉法」の一部が改正され、障がい児に対する施策の

強化が盛り込まれるとともに、医療ケア児が地域において必要な支援を円滑に受けることが

できるよう、医療機関と連携を図るための体制を検討する場を 2018(平成 30)年度につく

ることになりました。 

しかし、費用負担の在り方等さまざまな要望に必ずしも十分に対応できているとはいえな

いのが現状となっており、今後も、ニーズの変化に対応し、必要とする人が必要とするサー

ビスを十分に利用できるよう、各種サービスの質と量を適切に確保していくことや利用者へ

の情報提供、相談、新たなサービス利用支援計画づくりを適切に行うことが課題です。 

 

施 策 施策説明 

障がい者手帳取得の促進 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳について制度の周

知を図り、手帳取得を促進します。特に高次脳機能障がい、発達障がい

が精神障害者保健福祉手帳の対象となることについて周知を図ります。 

各種手当等の充実 
障がいのある人及び家族の経済的負担を軽減するため、国・県の動向を

注視しながら、各種手当等の充実を図ります。 

ホームヘルプサービスの

充実 

家庭を訪問し障がいのある人の日常生活を支え、本人や家族の負担を軽

減するため、ホームヘルプサービスの充実を図ります。 

行動援護、同行援護の充

実 

自己判断能力が制限されている人や重度の視覚障がい者が行動するとき

の必要な支援、外出支援を提供する行動援護、同行援護の充実を図りま

す。 

生活サポート事業の充実 
障がい児・者に対して、送迎サービスやレスパイトサービス等の生活サ

ポート事業の充実を図ります。 

短期入所等の充実 

一時的に介護が困難な方のために、短期入所や日中一時支援を充実しま

す。また、障がい児や重度重複障がい者の受け入れ体制の確保に努めま

す。地域生活支援拠点の整備を行います。 

日常生活用具費支給事業

の充実 

重度障がい者等の日常生活がより円滑に行われるための用具の購入等に

係る費用の支給を充実します。 
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施 策 施策説明 

補装具費の支給 
身体障がい者の機能障がいを補い、日常生活能力の向上を図るため、補

装具の購入や修理に係る費用の支給を充実します。 

重度重複障がい者対策の

検討 

重度重複障がい者の人数は、年々増加傾向にあります。これらの障がい

のある人の生活の維持・向上を図るため、その対策を検討します。 

計画相談支援等の充実 

生活介護、自立訓練、就労支援、児童発達支援等の障がい福祉サービス

等や地域活動支援センター等の利用が適切に行えるよう、計画相談支援

等の充実を図ります。 

グループホーム等の充実 

地域移行を促進するため、グループホーム等に対する運営への支援を充

実します。また、町内において、グループホームの整備（定員 10人）を

目標とし、平成 26年度三木町百眼百考会議生きがいづくり部会からの提

案を踏まえ、必要な支援について協議していきます。事業者からの相談

を受け付け、滞りなく事業実施につなげていきます。 

障がい児支援の充実 医療的ケアを必要とする障がい児に対する対策を充実します。 
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３ 社会活動への支援 

（１）雇用・就労機会の拡大 

地域社会で生活し、生きがいを持って人生を送るためには、仕事に就くことが大きな意味

を持ちます。2018(平成 30)年度から就労定着支援という新サービスが始まり、就労定着支

援事業所が職場・関係機関等への連絡調整を行ったり、職場や自宅に訪問して各種指導を行

い、環境の変化に適応できるようサポートします。 

しかし、障がいのある人の就労については、雇用の場が限られていること、障がい理解に

基づく適切な支援体制が十分ではないことなどにより、働きたいという意向と能力があって

も就労に結びついていないのが現状です。 

今後は、企業の経営者や従業員をはじめ、障がい者雇用についての啓発活動等を充実し、

民間企業等への就労機会や障がいの特性に応じた多様な就労の場の確保など、雇用機会の拡

大を図るとともに、ジョブコーチや各種施策の活用により職場への定着を積極的に進めてい

きます。また、福祉施設の整備と仕事内容の充実、公的機関における雇用と発注の更なる拡

大なども検討し、町内における職場の確保を積極的に進めていく必要があり、障害者優先調

達推進法の活用により、事業所に台紙等の印刷物を発注し、仕事をつくることも推進します。 

 

施 策 施策説明 

公共職業安定所等との連

携の推進 

障がいのある人の職場の拡大や雇用の継続を図るため、公共職業安定所

等との連携を推進します。 

多様な就労の場の確保 

一般就労が困難な障がいのある人の働く場を確保するため、香川県社会

就労センター協議会と連携し、就労継続支援Ｂ型事業所での取組等の把

握をし、また、新たな取組等の提案を行い、多様な就労の場の創出、確

保を促進します。 

職員への障がいのある人

の雇用推進 

職域を拡大し、今後も障がいのある人の職員としての雇用を推進し、法

定雇用率を満たします。 

障害者就業・生活支援セ

ンターの活用 

障がいのある人の雇用、保健福祉、教育等の関係機関の拠点として、就

業面及び生活面における一体的な支援を行う障害者就業・生活支援セン

ターの活用を促進します。 

職場定着の促進 

就労継続者との電話連絡や就労先訪問等により就労後の支援を行いま

す。また、障害者職業センター等との連携を図り、ジョブコーチや各種

施策等の活用により障がい者の職場定着を促進します。 
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（２）文化・スポーツの振興 

各種スポーツ・レクリエーション、文化・芸術活動を行うことは、生活の質を向上させる

うえで重要です。また、こうした社会活動は、障がいのある人とない人との相互理解、更に

連帯感を強めていくことにもつながります。 

現在、本町では身体障害者協会などの障がい者団体が主となりスポーツ大会を開催するな

ど、障がいのある人の文化・スポーツ活動を積極的に支援しています。しかし、開催場所が

限られていたり、参加者が固定していたり、障がいのある人もない人も一緒に参加したり、

障がいのある仲間と共に楽しむ機会は十分とはいえません。特に、スポーツ・レクリエーシ

ョン活動に際しては、一人ひとりの健康状態や体力、障がいの程度に合ったプログラムや専

門的な指導者の確保も必要となっています。 

また、文化の発表の場を増やすことを推進し、祭りでの音楽活動の場や、「獅子たちの里 三

木まんで願。」期間中の絵画やさをり織りなどの手芸品の展示等、一般イベントに積極的に参

加することにより、芸術・文化活動の拡大を図ります。 

今後は、障がいの有無に関わらず、年齢や体力などに応じてさまざまな活動に参加できる

よう、文化・スポーツの振興などを図っていくことが課題です。 

 

施 策 施策説明 

障がい者スポーツ大会の

開催 

身体障害者協会の活動を補助することにより、スポーツ大会の実施や参

加の促進を図り、体力、気力の維持・増進並びに残存機能の向上を図り、

障がいのある人に対する理解を深められるよう努めます。 

香川県障害者スポーツ大

会への参加 

町内の障がいのある人に積極的に参加を呼びかけ、スポーツを通じて交

流を図り、社会参加を促進します。 

文化活動の成果発表の場

の拡大 

障がい者団体や施設利用者などの文化活動の成果発表の場の拡大を図る

とともに、開催を支援します。 

スポーツ交流の促進 
町で開催する各種スポーツ事業に障がいのある人が参加できるような環

境整備を図り、障がいのない人とのスポーツ交流を促進します。 
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（３）外出や移動の支援 

障がいのある人が社会のさまざまな分野に積極的に参加していくためには、移動の自由を

確保することが大切です。 

現在、本町では、外出の支援について移動支援事業を実施しており、福祉タクシー券の交

付などにより、行動範囲の拡大を図るための支援を推進しています。 

今後も、障がいのある人が気軽に外出できるよう、利用者の声をもとに、現在利用が増加

している同行援護を含めた外出や移動支援の充実に努めます。また、町内を移動するための

情報提供にも努めます。 

 

施 策 施策説明 

移動支援事業の充実 

移動支援事業の活用を積極的に行い、障がいのある人の社会生活上不可

欠な外出及び余暇活動などの社会参加のための外出支援を充実します。

また、希望する外出の目的等を精査し、ニーズに沿ったサービス提供が

できるよう努めます。 

生活サポート事業の充実 

日中一時支援や短期入所等の利用を積極的に活用し、障がい児・者に対

して、送迎サービスやレスパイトサービス等の生活サポート事業の充実

を図ります。 

行動援護、同行援護の充

実 

外出時支援として、同行援護等の支援を積極的に活用し、自己判断能力

が制限されている人や重度の視覚障がい者が行動するときの必要な支

援、外出支援を提供する行動援護、同行援護の充実を図ります。 

福祉タクシー等移動手段

の充実 

重度障がい者等に対し、福祉タクシー助成券（@500 円×30 枚/年）を配

布し、障がいのある人の移動手段のために、福祉タクシーの充実を図り

ます。 

自動車免許取得費、改造

費の助成 

当該助成事業を実施し、自動車運転免許取得費、改造費の助成制度の充

実を図ります。 
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４ 教育環境の充実・障がい児支援の充実 

（１）早期療育の充実 

早期療育は、障がいのある子どもの乳幼児期における成長を支援し、障がいの軽減を図り、

将来の生活において自立し、可能な限り能力を発揮できるようにしていくものです。 

そのため、できる限り早い時期から子どもの障がいに応じた療育を実施することが重要と

なります。特に、乳幼児期の障がいについては、発達の遅れか否かの判断など、医療機関を

はじめとする関係機関との連携により、個人の特性に応じたきめ細やかな配慮や環境整備を

継続的に行っていけるような体制づくりを進めます。 

また、アンケート結果からは、保護者の負担軽減のためにも関係機関の連携強化とともに、

相談しやすい体制づくりが課題として挙げられています。 

今後は、保健・医療・福祉の密接な連携のもとに、障がいの早期発見、相談、指導、通園・

通所、更に教育へといった流れがスムーズに行われるよう、地域における療育支援システム

の充実が課題です。 

 

施 策 施策説明 

保育所、幼稚園等への訪

問支援の充実 

障がいに関し専門的な知識を有する者を保育所等へ派遣し、研修等を実

施するとともに、障がい児の通う保育所、幼稚園などに専門支援スタッ

フが訪問し、必要な支援を行います。 

保育所等の充実 

障がいに関し専門的な知識を有する者を保育所等へ派遣し、研修等を実

施するとともに、障がいのある子どもが保育所等に通所できるよう、加

配保育士の配置等必要な支援環境の整備に努めます。 

保育士等研修の充実 
保育士等の資質の向上を図るために、町内の保育所等の職員を対象に、

障がい児支援に関する研修会等を実施します。 

相談・支援体制の充実 

障がいのある子どもの保護者に対する面接、電話、家庭訪問等による相

談の充実を図ります。また、他機関との相談支援体制の連携・強化を図

りながら、乳幼児健康診査後の相談・支援の充実に努めます。 

就学相談の充実 

利用者支援員を配置し、幼児や児童、生徒の障がいの早期発見に努め、

就学相談の前に情報伝達が行われるようになり、就学支援委員会の適正

な判断のもとに、就学相談を一層充実します。各関係機関と情報交換を

より一層密にし、就学相談の充実を図ります。また、統合保育対象児の

保護者と保育園の連絡を密にし、集団保育を行う中で就学相談を行って

いきます。 
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（２）学校教育の充実 

子ども・子育て支援法の基本理念に「子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子ど

もが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならな

い」とあるように、全ての子どもは、その特性に応じて、適切で、きめ細かな教育を受ける

権利を持っています。また、「障害者総合支援法」と「児童福祉法」の一部が改正され、相談

支援の充実及び障がい児支援の強化が図られ、相談支援事業所と学校等が密接に連絡調整を

行い、連携を強化していきます。さらに、学校訪問や校長会への参加など、情報提供、啓発

活動を行ったり、障がい児それぞれの特性に合った関わりができるような環境づくりにつな

げていきます。 

また、特別な支援を必要とする子どもに対しては、教育課程編成と教育内容や方法の改善

を図るとともに、担当教員の専門性や指導力の向上を図る研修等の充実や望ましい教育環境

の整備、保護者に対する相談の充実が必要です。また、障害者権利条約の批准に向けた取組

の中で、教育分野においては誰をも排除しないインクルーシブな教育が求められています。 

今後は、誰もが共に学び合う環境をつくることを基本に、障がいのある子どもたちの発達

を最大限にするための教育システムについて研究、検討し、全ての子どもたちの豊かな人格

形成のための学校教育を充実していくことが課題です。 

近年では、放課後や夏休みなどの児童生徒の居場所づくりも課題となっています。また、

地域全体で子育て家庭を支えていくという認識が高まっている中で、障がいのある児童・生

徒においてはより一層の理解と支援を必要としていることが少なくありません。学校教育に

とどまらず、広く子どもの教育において、地域全体の関心と理解を高めていく必要がありま

す。 

 

施 策 施策説明 

特別支援学級の指導の充

実 

知的障がい及び自閉症・情緒障がい特別支援学級に在籍する児童生徒の

障がいの程度や特性を考慮し、各学校の特色を生かした教育課程を編成

するとともに、教育内容や方法を更に工夫・改善して、個別の支援計画

を作成し、児童生徒一人ひとりに応じた教育の推進に努めます。 

設備の充実と教育機器の

導入 

知的障がい特別支援学級、自閉症・情緒障がい特別支援学級、弱視特別

支援学級、通級指導教室には、障がいの種類や程度に応じた教育機器、

訓練機器等の導入を行い、教育効果を高めます。 

教育相談体制の充実 

面接相談、電話相談及び適応指導の機能の充実を図るとともに、教育・

福祉・医療等の関係機関との連携を行い、総合的な相談体制の充実に努

めます。 

在学中の就学相談の充実 
教育上特別な措置を必要とする障がいのある子どもに対し、系統的に適

正な就学相談の充実に努めます。 

特別支援教育研修の充実 

小・中学校の教職員や指導員に対する特別支援教育の理解と認識を一層

深めるため、研修の充実に努めます。また、保育所等訪問支援等を活用

し、オンザジョブトレーニングも行っていきます。 
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施 策 施策説明 

通級による指導の充実 

通常の学級に在籍する難聴・言語障がい等や発達障がい・情緒障がいの

児童生徒を対象に、通級による指導を通し、個別の指導を行うことに努

めます。 

ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能

自閉症等の教育の充実 

通常の学級に在籍するＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の個別的な支援

を必要とする児童生徒に対して、自立支援サポーターを配置し、きめ細

かな支援を行います。 

放課後児童健全育成事業

の充実 

学童保育室において、入室条件を満たした入室を希望する障がいのある

児童を受け入れ、必要に応じて指導員の増員を行い、保育の充実に努め

ます。 

障がい児放課後対策事業

の充実 

心身障がい児の健全育成及び保護者の療育負担の軽減を図るため、障が

い児が放課後等に過ごす場の充実に努めます。 

（３）社会教育の充実 

障がいのある人が、学校卒業後も、生涯を通して本人が関心を持っているさまざまな事柄

について、学習できるような社会環境が求められています。そのため、障がいのある人への

「全ての場所での合理的配慮」を徹底し、障がいのある人が学習しやすい環境の整備を推進

します。 

また、本町では公民館などの社会教育施設で講座や学級などを実施するほか、引き続き、

図書館サービスや指導者の育成を実施していきます。 

今後は、講座内容の充実や、開催条件などを工夫し、障がいのある人が参加しやすい学習

環境を整備していくことが課題です。 

 

施 策 施策説明 

障がい者教育講座の充実 

社会教育に携わる町職員を対象に、障がいのある人に対応できる事業を

実施するにあたり、障がい者に対する合理的配慮を徹底するため、これ

に関することを中心に研修会を開催し、事業の充実に努めます。 

社会教育に関する講座・

学級の充実 

社会教育講座・学級を充実し、在宅障がい者の社会参加を促進します。

また、障がいのある人への理解を深めるため、住民の講座・学級への参

加を通じて交流の促進を図ります。加えて、地域におけるノーマライゼ

ーションを更に推進するため、ボランティアの養成を図ります。 
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５ 誰もが暮らしやすいまちづくりの推進 

（１）生活環境の整備 

アンケート結果において、外出にあたっての不便として、「段差が多いなどまちづくりの配

慮が足りていない」などが挙げられているように、障がいのある人が、自由に外出し、活動

していくためには、段差の解消や点字ブロックの整備、歩道の整備等を行い、都市環境の中

にあるさまざまな「物理的バリア（障壁）」を取り除き、移動上や施設の利用上の利便性・安

全性を向上させることが重要です。 

今後は、社会のバリアフリー化を点から面へ広げ、考え方の一層の普及に努めるとともに、

この考えに基づいたまちづくりを積極的に推進していくことが課題です。また、単に現状の

改善だけにとどまらず、当事者の声を生かしていけるようアンケート調査などを含め、計画

の段階から利用者の声を取り入れて、ユニバーサルデザイン化が進められるよう検討してい

くことが課題です。 

 

施 策 施策説明 

公共建築物等の整備 

既存の公共施設については、障がいのある人が利用しやすいよう改善に

努めます。また、新たに公共施設を建築するときや、学校、病院、ホテ

ル、物販店、飲食店その他不特定多数の人が利用する建築物の建設の際

もバリアフリー化を推進し、障がいのある人の住みよい環境づくりに努

めます。 

公園施設の整備 
障がいのある人が安全で快適な公園の利用ができるよう、車いす使用者

用トイレ、スロープ、点字ブロック等の設置に努めます。 

歩道等の整備 
障がいのある人が安全に通行や移動ができるよう、関係法令等に基づき、

段差解消や点字ブロック、歩道等の整備充実を図ります。 

ユニバーサルデザインの

推進 

全ての人が安全で快適に暮らせるよう、ユニバーサルデザインの考え方

を取り入れた基本方針の策定に向けて検討します。 

住宅改造費助成の充実 居宅改善整備費補助制度及び各種貸付制度の利用促進に努めます。 
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（２）防犯・防災対策の確立 

平成 23 年に起きた「東日本大震災」は自然の驚異と同時に、災害時における住民同士の

助け合いの大切さを再認識させるものでした。香川県の地域福祉に関するアンケート結果で

は、住みよいまちづくりを推進するため、保健・医療・福祉の連携が必要なときとして、「災

害時（災害訓練のときも含む）」が半数を占めていました。特に障がいのある人は、災害に対

して、ひとりでは避難できないことや、情報入手、避難所での投薬、必要な設備環境などへ

の不安が考えられ、障がいの種別や程度に応じた適切な支援体制を準備する必要があります。 

今後は、いざというときに迅速な対応が行えるよう、災害時のマニュアルづくりや体制づ

くりを更に検討していくことが課題です。 

特に、安否確認や避難の手助けのためには、障がいのある人の所在を事前に把握しておく

ことや、地域の自主防災組織と連携することが、安全と安心の確保のための重要な要素とな

ります。そのため、当事者のプライバシーに配慮したうえで、地域の理解と協力を高める意

識啓発や避難訓練などの具体的な取組みを、日頃から積み重ねておくことが必要です。 

さらに、避難後の専門的な対応のためには、福祉避難所（福祉用具が使える等の福祉援助

が受けられる）を社会福祉法人と連携しながら、今後、拡大していく方向で検討していき、

町内施設や近隣医療機関等との協定により、できる限り十分な体制を確保していきます。ま

た、障がいのある人が消費者被害にあったり、事故や犯罪に巻き込まれることも少なくあり

ません。安心して地域で生活が送れるよう、地域における日頃の防犯体制の強化も課題です。 

 

施 策 施策説明 

防災意識の啓発 

防災広報、防災訓練の機会を通じて、防災知識の普及・啓発に努めます。

また、三木町ハザードマップを作成し、ハザードマップとともに避難に

関する情報等を掲載した冊子を配布し防災意識の啓発を図ります。 

防災計画の推進 
障がいのある人に配慮した災害時の適切な支援ができるよう地域防災計

画の推進を図ります。 

自主防災組織の育成指導 

住民による自主的な防災活動を促進し、地域の災害対応力を高めるため

自主防災組織や防災に関するボランティアの育成を図り、障がいのある

人の避難や救助、情報連絡体制の確立を図ります。自主防災組織の組織

率の向上を図ります。 

緊急通報システムの推進 
一人暮らしの重度身体障がい者の緊急時における安全を確保するため、

緊急通報システム装置の有効活用を図ります。 

施設における防災体制づ

くりの推進 

施設における防災対策の推進を図るとともに、施設が相互に支援できる

体制づくりを推進します。 

交通安全の呼びかけ 
不慮の事故による障がい発生を防止するため、交通安全委員会を中心に

呼びかけを行い、交通事故防止に関する啓発を推進します。 
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施 策 施策説明 

地域における防犯推進体

制の整備 

防犯に配慮したまちづくりの研究に努めるとともに、自治会等の各種団

体を中心に「地域の安全は地域で守る」という意識に立ち、防犯推進体

制の整備に努めます。 

犯罪情報・防犯情報の収

集と提供 

警察等関係機関との緊密な連携のもと、犯罪情報や防犯に関する情報を

収集し、不審者情報などを行政メールなどで情報提供するなど、効果的

な情報提供に努めます。 

消費生活トラブルに関す

る相談の充実 

生活情報センターにおいて、契約に関わる被害の未然防止につながる情

報提供の充実と消費生活相談を行い、日常生活における損害を防ぎます。

また、福祉相談窓口と生活情報センターの連携により、消費生活トラブ

ルの早期発見・早期対応に努めます。 

避難行動要支援者支援制

度の推進 

災害時に自力で避難をすることが困難な高齢者や障がいのある人（避

難行動要支援者）の情報を地域の支援者等（自治会、民生委員児童委員）

に提供し、避難行動要支援者が必要な支援を受けられる体制を推進しま

す。今後、避難行動要支援者名簿の作成・整備を行い、町で手助けが必

要な人を把握し、速やかな防災対策が行えるようにしていきます。 

防災情報メール配信サー

ビスの充実 

聴覚障がい者や防災行政無線を聞き取りにくい方のために、より確実に

災害情報を提供できるようにするため、メール配信サービスを充実しま

す。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 障がい福祉サービス等の見込量 
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１ 障がい福祉サービスの利用状況 

（１）障がい福祉サービス利用者数の推移 

障がい福祉サービス利用者数は、平成 26 年度以降、年度により増減はあるものの、おお

むね横ばいの 140 人前後で推移し、平成 28 年度末現在は 142 人となっています。 

障害支援区分別にみると、平成 28 年度末現在「区分３」が 46 人と最も多く、次いで「区

分２」が 27 人となっています。 

 

図表 障害支援区分別サービス利用者数の推移
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（単位：人） 

項目 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

障
害
支
援
区
分 

区分６ 22 24 25 

区分５ 15 17 16 

区分４ 18 16 18 

区分３ 32 36 46 

区分２ 40 30 27 

区分１ 12 14 10 

合計 139 137 142 

資料：町健康福祉課（各年度末現在） 
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（２）利用人数・利用量の推移 

①訪問系サービス 

訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支

援）は、平成 27 年度以降利用人数、利用時間ともに増加しています。 

 

図表 訪問系サービスの利用人数・利用時間の推移 
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項目 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

居宅介護 
人数 43 47 49 

時間 647.75 651.25 747.25 

重度訪問介護 
人数 0 0 0 

時間 0 0 0 

同行援護 
人数 12 12 14 

時間 192 180.5 196 

行動援護 
人数 0 0 0 

時間 0 0 0 

重度包括 
人数 0 0 0 

時間 0 0 0 

資料：町健康福祉課（各年度の３月現在） 
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②日中活動系サービス 

日中活動系サービス（生活介護、自立訓練〈機能訓練、生活訓練〉、就労移行支援、就労

継続支援〈Ａ型・Ｂ型〉、療養介護、短期入所）では、利用人数と利用人日数はともに増加

しており、平成 28 年度ではそれぞれ 154 人、2,676 人日分となっています。 

サービス別にみると、特に「就労継続支援Ａ型」「就労継続支援Ｂ型」が大きく増加して

います。 

 

図表 日中活動系サービスの利用人数・利用人日数の推移 
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項目 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

生活介護 
人数 50 50 52 

人日分 983 1,031 1,014 

機能訓練 
(自立訓練) 

人数 1 1 2 

人日分 13 21 27 

生活訓練 
(自立訓練) 

人数 1 2 3 

人日分 44 79 61 

就労移行支援 
人数 2 0 2 

人日分 23 0 26 

就労継続支援Ａ型 
人数 6 8 11 

人日分 116 137 226 

就労継続支援Ｂ型 
人数 56 57 61 

人日分 976 1,032 1,144 

療養介護 
人数 3 3 3 

人日分 93 93 93 

短期入所 
(福祉型、医療型) 

人数 20 19 20 

人日分 88 75 85 

資料：町健康福祉課（各年度の３月現在） 
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③居住系サービス 

居住系サービス（共同生活援助、施設入所支援）の利用者数及び利用日数は、少しずつ

増えています。 

 

図表 居住系サービスの利用人数の推移 

 

 

 

項目 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

共同生活援助 
人数 13 13 15 

日数 368 357 419 

施設入所支援 
人数 26 27 28 

日数 780 801 795 

資料：町健康福祉課（各年度の３月現在） 

 

（人） （日） 
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２ 地域生活支援事業の利用状況 

（１）必須事業 

①理解促進研修・啓発事業 

理解促進研修・啓発事業については、（ＮＰＯ）香川県社会就労センター協議会などに委

託しており、平成 28 年度末現在で４か所で実施しています。 

 

事業名 単位 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

理解促進研修・啓発事業 実施状況 1 1 4 

資料：町健康福祉課（各年度末現在） 

 

②相談支援事業 

相談支援事業では、障害者相談支援事業を 13 か所で実施しています。 

 

事業名 単位 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

障害者相談支援事業 実施か所 13 13 13 

資料：町健康福祉課（各年度末現在） 

 

③成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度利用支援事業は、平成 28 年度より三木町が直営で行っています。 

 

事業名 単位 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

成年後見制度利用支援事業 実施件数 0 0 1 

資料：町健康福祉課（各年度末現在） 
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④意思疎通支援事業 

意思疎通支援事業として、手話通訳者派遣事業を公益社団法人香川県聴覚障害者協会に

委託しており、平成 28 年度現在で 83 人の登録者がいます。 

また、要約筆記者派遣事業に関する要望はなく平成 28 年度までは未実施です。H29

年度からは（ＮＰＯ）香川県要約筆記サークルゆうあいに委託し、実施します。 

 

事業名 単位 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

手話通訳者派遣事業 

手話通訳士登録者数 64 64 83 

派遣件数（年間） 24 45 27 

延べ回数（年間） 24 45 27 

資料：町健康福祉課（各年度末現在） 

 

⑤日常生活用具給付等事業 

日常生活用具の給付等の利用実績は、以下のとおりとなっており、「排せつ管理支援用具」

の利用が増加しています。 

 

事業名 単位 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

介護訓練支援用具 件 3 3 1 

自立生活支援用具 件 4 1 3 

在宅療養等支援用具 件 3 3 6 

情報・意思疎通支援用具 件 4 4 1 

排せつ管理支援用具 件 487 562 700 

住宅改修費 件 1 3 0 

資料：町健康福祉課（各年度末現在） 

 

⑥手話奉仕員養成研修事業 

手話奉仕員養成研修事業は、公益社団法人香川県聴覚障害者協会に委託しており、平成

28 年度現在で 47 回の実施実績があります。 

 

事業名 単位 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

手話奉仕員養成研修事業 実施回数 47 47 47 

資料：町健康福祉課（各年度末現在） 
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⑦移動支援事業 

移動支援事業は、平成 28 年度現在で 14 か所で実施しており、33 人、2760.5 時間

の利用がありました。 

 

事業名 単位 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

移動支援事業 

実施か所 14 15 14 

実人数 34 31 33 

延べ時間（年間） 2,759.0 2,733.0 2,760.5 

資料：町健康福祉課（各年度末現在） 

 

⑧地域活動支援センター機能強化事業 

地域活動支援センターは、平成 28 年度現在で町内にⅠ型が４か所、Ⅱ型が５か所設置

されています。 

 

事業名 単位 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

Ⅰ型 実施か所 5 4 4 

Ⅱ型 実施か所 4 5 5 

資料：町健康福祉課（各年度末現在） 
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（２）任意事業 

①福祉ホームの運営 

平成 28 年度現在で、１か所福祉ホームが運営されており、２人の利用者がいます。 

 

事業名 単位 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

福祉ホームの運営 
設置か所 1 1 1 

実人数 1 2 2 

資料：町健康福祉課（各年度末現在） 

 

②訪問入浴サービス事業 

訪問入浴サービス事業は、平成 28 年度現在１か所で実施されており、１人、44 回の

利用実績がありました。 

 

事業名 単位 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

訪問入浴サービス事業 

実施か所 1 1 1 

実人数 1 1 1 

延べ回数（年間） 46 46 44 

資料：町健康福祉課（各年度末現在） 

 

③日中一時支援事業 

日中一時支援事業は、平成 28 年度現在で 13 人の利用がありました。利用人数は平成

23 年以降減少傾向にあります。 

 

事業名 単位 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

日中一時支援事業 
利用人日（年間） 608.5 552.0 374.5 

利用人数 23 19 13 

資料：町健康福祉課（各年度末現在） 
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④巡回支援専門員整備 

巡回支援専門員整備は、平成 28 年度現在で一般社団法人木田地区医師会に委託してい

ます。 

 

事業名 単位 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

巡回支援専門員整備 実施状況 0 1 1 

資料：町健康福祉課（各年度末現在） 
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３ 障がい福祉サービスの見込量 

（１）訪問系サービス 

事 業 項 目 事   業   内   容 

居宅介護 
ヘルパーの派遣により、自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行い
ます。 

重度訪問介護 
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せ
つ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 

同行援護 
視覚障がいにより移動に著しい困難がある人に対し、移動時や外出
先での必要な視覚情報の提供支援や移動援護、排せつ・食事等の介
護などを行います。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避す
るために必要な支援、外出支援を行います。 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括
的に行います。 

【見込量の考え方】 

現在の利用者数、障がい者や家族等のニーズ、利用者の増加傾向を勘案した見込量とし

ています。 

【計画期間の見込量】 

種 類 区 分 
H28 年度 
（実績） 

2018 

(H30)年度 

2019 

(H31)年度 

2020 

(H32)年度 

居宅介護 
利用者数 49 55 55 55 

利用時間 747.25 838.75 838.75 838.75 

重度訪問介護 
利用者数 0 0 0 0 

利用時間 0 0 0 0 

同行援護 
利用者数 14 16 17 18 

利用時間 196 224 238 252 

行動援護 
利用者数 0 0 0 0 

利用時間 0 0 0 0 

重度障害者等包括支援 
利用者数 0 0 0 0 

利用時間 0 0 0 0 
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（２）日中活動系サービス 

事 業 項 目 事   業   内   容 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、日中の間、入浴、排せつ、食事の介護
等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 

自立訓練 
（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能
の向上のために必要な訓練を行います。 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識
及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援 
（Ａ型・Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知
識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労定着支援 
一般就労へ移行した障がい者について、就労に伴う生活面の課題に
対し、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問や障がい者の
来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の
管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 

短期入所 
（福祉型、医療型） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、施設において、宿泊を伴う
短期間の入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

【計画期間の見込量】 

種 類 区 分 
H28 年度 
（実績） 

2018 

(H30)年度 

2019 

(H31)年度 

2020 

(H32)年度 

生活介護 
利用者数 52  55 57 58 

利用日数 1,014  1,073 1,112 1,131 

自立訓練 

（機能訓練） 

利用者数 2  2 2 2 

利用日数 27 27 27 27 

自立訓練 

（生活訓練） 

利用者数 3  2 2 2 

利用日数 61  40 40 40 

就労移行支援 
利用者数 2  2 2 2 

利用日数 26  26 26 26 

就労継続支援（Ａ型） 
利用者数 11  17 2 22 

利用日数 226 349 411 452 

就労継続支援（Ｂ型） 
利用者数 61  65 67 68 

利用日数 1,144  1,219 1,257 1,275 

就労定着支援 利用者数 0 1 1 1 

療養介護 
利用者数 3  5 6 7 

利用日数 93  155 186 217 

短期入所 

（福祉型、医療型） 

利用者数 20  21 21 21 

利用日数 85  89 89 89 
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（３）居住系サービス 

事 業 項 目 事   業   内   容 

自立生活援助 
一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅
訪問や随時の対応により必要な支援を行います。 

共同生活援助 
共同生活を行う住居において、夜間や休日の相談や入浴、排せつ、
食事の介護等日常生活の支援を行います。 

施設入所支援 
施設に入所する人に対し、夜間や休日の入浴、排せつ、食事の介
護等日常生活の支援を行います。 

【計画期間の見込量】 

種 類 区 分 
H28 年度 
（実績） 

2018 

(H30)年度 

2019 

(H31)年度 

2020 

(H32)年度 

自立生活援助 利用者数 0 1.0 1.0 1.0 

共同生活援助 利用者数 17.0 20.0 22.0 24.0 

施設入所支援 利用者数 29.0 29.0 30.0 31.0 

 

（４）相談支援 

事 業 項 目 事   業   内   容 

計画相談支援 
障がい者の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサー
ビス利用に向けて、福祉・医療等の専門家や機関が相互に協力し
合い、よりきめ細かい支援を行います。 

地域移行支援 
精神科病院に入院している精神障がい者又は障がい者施設等に
入所している障がい者につき住居の確保や地域での生活に移行
するための支援や相談を行います。 

地域定着支援 
地域移行した居宅にて単身等で生活する障がい者につき、常時連
絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急時等に相談
等必要な支援を行います。 

【計画期間の見込量】 

種 類 区 分 
H28 年度 
（実績） 

2018 

(H30)年度 

2019 

(H31)年度 

2020 

(H32)年度 

計画相談支援 利用者数 212 230 243 256 

地域移行支援 利用者数 0 1 1 1 

地域定着支援 利用者数 1 1 1 1 
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（５）障がい児支援 

事 業 項 目 事   業   内   容 

児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団
生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 

医療型児童発達支援 児童発達支援及び治療を行います。 

放課後等デイサービス 
放課後又は休日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会と
の交流の促進その他必要な支援を行います。 

保育所等訪問支援 
保育所等に訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応の
ための専門的な支援その他必要な支援を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 
重度の障がい等により外出が困難な障がい児の居宅を訪問して
発達支援を行います。 

障害児相談支援 
障がい児の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、福
祉・医療等の専門家や機関が相互に協力し合い、よりきめ細かい
支援を行います。 

【計画期間の見込量】 

種 類 区 分 
H28 年度 
（実績） 

2018 

(H30)年度 

2019 

(H31)年度 

2020 

(H32)年度 

児童発達支援 
利用日数 170 222 263 304 

利用児童数 16 22 26 30 

医療型児童発達支援 
利用日数 0 5 5 5 

利用児童数 0 1 1 1 

放課後等デイサービス 
利用日数 218 237 256 284 

利用児童数 23 25 27 30 

保育所等訪問支援 
利用日数 3 7 9 11 

利用児童数 3 7 9 11 

居宅訪問型児童発達支援 利用児童数 0 1 1 1 

障害児相談支援 利用児童数 50 57 61 64 
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４ 地域生活支援事業の見込量 

（１）必須事業 

①理解促進研修・啓発事業 

共生社会の実現を図るため、地域社会の住民に対して障がい者等に対する理解を深める

ための研修・啓発を行います。 

【計画期間の見込量】 

事業名 単位 
H28 年度 
(実績) 

2018 

(H30)年度 

2019 

(H31)年度 

2020 

(H32)年度 

理解促進研修・啓発事業 実施見込件数 2 2 2 2 

 

②相談支援事業 

事 業 項 目 事   業   内   容 

障害者相談支援事業 
指定相談支援事業所において、障がい者やその家族等からの相
談に応じ、必要な情報の提供や助言等の支援を行います。 

基幹相談支援センター等強化事業 
基幹相談支援センター等に専門的な職員を配置し、地域におけ
る相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言、情報収集・
提供、人材育成支援、地域移行に向けた取組み等を行います。 

住宅入居等支援事業 
賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているにもかかわ
らず、保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障がい
者や精神障がい者に対し、入居に必要な調整等を行います。 

【計画期間の見込量】 

種 類 単位 
H28 年度 
(実績) 

2018 

(H30) 

年度 

2019 

(H31) 

年度 

2020 

(H32) 

年度 

障害者相談支援事業 実施見込か所数 13 12 12 12 

基幹相談支援センター等強化事業 実施見込か所数 0 1 1 1 

住宅入居等支援事業 実施見込件数 0 1 1 1 
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③成年後見制度利用支援事業 

【計画期間の見込量】 

事業名 単位 
H28 年度 
(実績) 

2018 

(H30)年度 

2019 

(H31)年度 

2020 

(H32)年度 

成年後見制度利用支援事業 見込件数 1 1 1 1 

 

④意思疎通支援事業 

事 業 項 目 事   業   内   容 

手話通訳者派遣事業 
聴覚障がい者等に対し、社会生活上必要不可欠な用務での外出の際に、個別
及びグループに対し、手話通訳者の派遣を行います。 

【計画期間の見込量】 

事業名 単位 
H28 年度 
(実績) 

2018 

(H30)年度 

2019 

(H31)年度 

2020 

(H32)年度 

手話通訳者派遣事業 
見込登録者数 83 83 83 83 

見込派遣件数 27 30 30 30 

 

⑤日常生活用具給付等事業 

重度障がい児・者に対し、日常生活用具の給付・貸与を行うことにより、日常生活、社

会生活の便宜を図り、また、住宅の改修に必要な経費の一部又は全部を助成します。 

【計画期間の見込量】 

事業名 単位 
H28 年度 
(実績) 

2018 

(H30)年度 

2019 

(H31)年度 

2020 

(H32)年度 

介護訓練支援用具 見込件数 1 1 1 1 

自立生活支援用具 見込件数 3 3 3 3 

在宅療養等支援用具 見込件数 6 6 6 6 

情報・意思疎通支援用具 見込件数 1 1 1 1 

排せつ管理支援用具 見込件数 700 800 850 900 

住宅改修費 見込件数 0 1 1 1 
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⑥手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障がい者等との交流活動の促進、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕

員の養成に努めます。 

【計画期間の見込量】 

事業名 単位 
H28 年度 
(実績) 

2018 

(H30)年度 

2019 

(H31)年度 

2020 

(H32)年度 

手話奉仕員養成研修事業 修了者見込数 4 4 4 4 

 

⑦移動支援事業 

障がい者の日常生活、社会生活に必要となる屋外での移動に対して、障がい者１人に対

して支援者１人の個別支援、又は障がい者複数人に対する支援を行います。 

【計画期間の見込量】 

事業名 単位 
H28 年度 
(実績) 

2018 

(H30)年度 

2019 

(H31)年度 

2020 

(H32)年度 

移動支援事業 

実施見込か所 14 15 16 17 

見込利用人数 33 40 42 45 

見込延べ時間(年間) 2,760.5 3,103.0 3,258.0 3,491.0 

 

⑧地域活動支援センター機能強化事業 

障がい者の通所施設として、創作的活動や生産活動の機会を提供します。 

【計画期間の見込量】 

事業名 単位 
H28 年度 
(実績) 

2018 

(H30)年度 

2019 

(H31)年度 

2020 

(H32)年度 

Ⅰ型 実施見込か所 4 4 4 4 

Ⅱ型 実施見込か所 5 5 5 5 

Ⅲ型 実施見込か所 0 0 0 0 
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（２）任意事業 

①福祉ホームの運営 

住居を求めている障がい者に対して、低額な料金で居室などの設備が利用できるように

するとともに、障がい者の地域生活の支援を行います。 

【計画期間の見込量】 

事業名 単位 
H28 年度 
(実績) 

2018 

(H30)年度 

2019 

(H31)年度 

2020 

(H32)年度 

福祉ホームの運営 
見込設置か所 1 1 1 1 

見込利用人数 2 2 2 2 

 

②訪問入浴サービス事業 

家族の介護のみでは入浴が困難な重度の身体障がい者への福祉の増進のため、移動入浴

車による入浴介助のサービスを行います。 

【計画期間の見込量】 

事業名 単位 
H28 年度 
(実績) 

2018 

(H30)年度 

2019 

(H31)年度 

2020 

(H32)年度 

訪問入浴サービス事業 

見込実施か所 1 1 1 1 

見込利用人数 1 1 1 1 

見込延べ回数 44 44 44 44 

 

③日中一時支援事業 

日中において監護する者がいない障がい者に活動の場を提供し、見守りや社会に適応す

るために行う日常的な訓練などを行います。 

【計画期間の見込量】 

事業名 単位 
H28 年度 
(実績) 

2018 

(H30)年度 

2019 

(H31)年度 

2020 

(H32)年度 

日中一時支援事業 
見込利用人日(年間) 374.5 380 380 380 

見込利用人数 13 12 12 12 
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④巡回支援専門員整備 

発達障がい等に関する知識を有する専門員が、保育所や放課後児童クラブ等の子どもや

その親が集まる施設などへの巡回等支援を実施し、担当する職員や障がい児の保護者に対

し、障がいの早期発見・早期対応のための助言等の支援を行います。 

【計画期間の見込量】 

事業名 単位 
H28 年度 
(実績) 

2018 

(H30)年度 

2019 

(H31)年度 

2020 

(H32)年度 

巡回支援専門員整備 実施見込 1 1 1 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 成果目標 
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１ 2020(平成 32)年度末の目標 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

施設に入所している障がい者が、グループホームや一般住宅等に移行し、地域生活を送る

ことができるようになることをめざし、2020(平成 32)年度末における成果目標を定めます。 

■国が示す基本的な考え方 

○平成 28年度末時点の施設入所者数の９％以上が地域生活へ移行 

○2020(平成 32)年度末時点の施設入所者数を平成 28 年度末時点から２％以上削減 

■目標設定 

項目 数値 考え方 

平成 28 年度末時点の 
入所者数（Ａ） 

28 人 平成 28年度末時点の施設入所者数 

【目標値】 
2020(平成 32)年度末の 
地域生活移行者数（Ｂ） 

1 人 
施設入所からグループホームなどへ移行した
者の数 

3.6％ 移行割合（Ｂ/Ａ） 

【目標値】 
削減見込（Ｃ） 

1 人 施設入所者の削減見込み数 

3.6％ 削減割合（Ｃ/Ａ） 

（２）精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

2020(平成 32)年度末までに、保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置することを

めざします。 

(箇所数) 

2020(H32)年度末における整備数（圏域内において） １ 

（３）地域生活支援拠点等の整備 

■国が示す基本的な考え方 

○地域生活支援拠点等（地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。）について、各市町村

に少なくとも一つを整備する。 

■目標設定 

2018(平成 30)年度から地域生活支援拠点を設置し、障がい者が地域で安心して生

活を営むに資するよう、地域生活支援拠点の運営を実施していきます。 

(箇所数) 

2020(H32)年度末における整備数 １ 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

福祉施設の利用者の一般就労への移行を進めるため、2020(平成 32)年度における成果目

標を設定します。 

■国が示す基本的な考え方 

○福祉施設から一般就労への移行について、平成 28 年度の一般就労への移行実績の 1.5

倍 

○就労移行支援事業の利用者数について、2020(平成 32)年度末における福祉施設の利用

者を、平成 28 年度末から２割以上増加 

○就労移行支援事業所のうち、2020(平成 32)年度末における就労移行率が３割以上の事

業所を、全体の５割以上 

○各年度における、就労定着支援開始１年後の就労定着率を 80%とする。 

■目標設定 

項  目 数値 考 え 方 

【基準値】 
福祉施設から一般就労への移行者（Ａ） 

1 人 
平成 28 年度において、福祉施設から
一般就労に移行した者の数 

【基準値】 
就労移行支援事業の利用者数（Ｂ） 

2 人 
平成 28 年度末時点の就労移行支援事
業の利用者数 

【基準値】 
就労移行支援事業所数（Ｃ） 

9 事業所 
平成 28 年度末時点の就労移行支援事
業所数 

【目標値】 
目標年度（2020(平成 32)年度）の 

一般就労移行者数（Ｄ） 
1 人 

2020(平成 32)年度において、福祉施
設から一般就労に移行した者の数 

【目標値】 
目標年度（2020(平成 32)年度）の 
就労移行支援事業利用者数（Ｅ） 

3 人 
2020(平成 32)年度における就労移行
支援事業利用者数 

5 割増 （Ｅ/Ｂ） 

【目標値】 
目標年度（2020(平成 32)年度）の 
就労移行率３割以上事業所数（Ｆ） 

5 事業所 
2020(平成 32)年度における就労移行
率が３割以上の事業所数 

5.6 割 （Ｆ/Ｃ） 

【目標値】 
各年度の 

就労定着率 
100% 

就労定着支援利用者の１年後の定着
率 
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（５）障がい児支援の提供体制の整備等 

 障がい児の支援について、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所

で提供する体制を構築するために必要な目標設定を行います。 

 

■国が示す基本的な考え方 

○2020(平成 32)年度末までに、各市町村又は圏域内に少なくとも 1 か所以上、児童発達

支援センターを設置し、また、保育所等訪問支援事業について、利用できる体制の構築

を行うこと 

○2018(平成 30)年度末までに、圏域及び各市町村に医療的ケア児支援のための関係機関

の協議の場を設置すること（市町村単独で設置が困難な場合は圏域での設置であっても

差し支えない。） 

 

 

 

項  目 数値 考 え 方 

【目標値】 
2020(H32)年度末における児童発達支援セ

ンターの設置数 

2 事業所 
以上 

圏域内において 

【目標値】 
2020(H32)年度末における保育所等訪問支

援事業の利用できる体制 

3 事業所 
以上 

圏域内において 

【目標値】 
2018(H30)年度末における医療的ケア児支

援のための関係機関の協議の場の設置 
1 圏域内において 
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